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の増額の半分だけ防衛分担金を削ることを求め、米国側は防衛庁費の増額の半

分の分担削減を了解し、分担金算定の基準を27，28年度の1.55億ドル (558億

円〉としたので、分担金の基準を30年度の380億円とする政府の立場とかなり

の差があった。しかし、防衛庁費増分の半額の分担金削減の方式が31年度から

決まって、防衛予算の編成はようやく軌道に乗り、防衛庁費の漸増によって、

分担金は35年度になくなった。
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第 3章成長経済下の財政金融

昭和30年代、特にその後半の経済は、講和後数年の経済を自立経済と題する

ことが許されるならば、成長経済と見てよいであろう。高度成長といい、ある

いは安定成長といい、表現に差はあっても、経済の発展を意識の基礎において

いた点では変りはない。この間の財政の運営も、実行手段に差があっても、経

済成長に関連した問題のとらえ方をしたものであった。成長を促し、成長の条

件を作り、成長の後始末をした。投資を助長し、道路を整備し、景気を調整

し、教育を振興し、社会保障の充実を図り、そしてその聞に貿易為替の自由化

を実現した。個々の施策は必ずしも成長政策そのものではないが、それらが総

体として経済活動に結びついたとき、戦前にも戦後のそれまでにも見られなか

った高度の経済成長が実現された。このような時期の政策の特色をいくつかの

部面に分けて概観することにしたい。
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第 1節財政政策の推移

1 昭和34年・ 35年度の財政

昭和32年度予算は石橋内閣の手で積極政策を旗印に編成され、その規模も内

容も29年度来の1兆円予算とは異なったものであった。 しかし、 その実施に際

して国際収支の悪化から大幅な支出の繰延べを余儀なくされ、財政は景気抑制

の手段とさえなった。 33年度予算はこの景気調整の意図によって編成され、経

済基盤強化資金を設けるなどの資金棚上げが計画された。 1兆円予算の再現で

はなかった として も、経済の急成長に対処した予算で、あった。

しかし、 33年度予算の実施過程において、 いわゆるなベ底景気が続き、ここ

で従来とは趣きの異なる期待が財政に求められた。財政による景気浮揚への期

待であ り、大蔵省でも財源の許すかぎり積極政策を容認する気運であった。 31

第68代大蔵大臣佐藤栄作

年来の投資の増大は32年の景気調整期に

もかなり高い水準で続き、それは33年に

入っ ても目立った低落とな らなかった。

この水準は30年以前と は格段の差を示し

ていたが、横ばいの状態であったので、

国民経済全体の需要の増加と ならず、そ

のため景気を上昇に導くこ とにはならな

かった。ところがこの間の投資は動乱後

の合理化投資、近代化投資とも異なった

規模の大きい効率の高い投資であったか

ら、投資による供給力は急速に増加した

が、それに見合う需要が十分に得られな

かった。そしてまたこの投資続行が、32
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第 8-8表昭和35年度予算

34 

当初 補正後

租税及印紙収入 11.212 11，785 

専 売 納 付 金 1.201 1.226 

官業益金及官業収入 161 164 

政府資産整理収入 150 150 

雑 収 入 442 750 

前年度剰余金受入 805 805 

経済基盤強化資金受入 221 230 

歳 入 計 14.192 15.121 

社会保障関係費 1，479 1，575 

文 教 関 係 費 1，597 1，647 

科学技術振興 費 225 225 

国 債 費 554 549 

恩 給 関 係 費 1，229 1，229 

地方交付税交付金等 2，486 2，591 

防 衛 関 係 費 1，537 1，533 

賠償等特殊債務処理費 323 323 

公共 事 業関係 費 2，210 2，485 

住宅及び環境衛生対策費 137 150 

農 業 保 険 費 109 109 

貿易振興及び経済協力費 38 38 

中小企業対策 費 22 22 

食糧管理特別会計繰入 28 

その他事項経 費 2.166 2，463 

予 備 費 80 160 

歳 出 メ口』 計 14，192 15，121 
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(単位:億円、%)

35 

当初 構成比

13，366 85.2 

1，364 8.7 

172 1.1 

193 1.2 

433 2.8 

168 1.0 

一

15，697 100 

1，817 11.6 

1，803 11.5' 

252 1.6 

274 1.8 

1，300 8.3 

2，855 18.3 

1，546 9.8 

240 1.5 

2，769 17.6 

157 1.0 

115 0.7 

45 0.3 

26 0.2 

112 0.7 

2，295 14.6 

80 0.5 

15，697 100 

年度予算編成時に現われたような陸路を作り、その打開を財政に求めていた。

公共事業費の増額はその陸路打開のためにも必要とみられた。 33年度の公共事

業費は、不況対策の含みもあって繰上げ支出が図られ、一部には蓄積資金の取

崩しで施策を促進し、 34年度には公債政策を進めよとの意見も出た。
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33年末近くなって経済の先

行きに明るさが期待できたこ

とで、 34年度予算はインフレ

を起こさない限度で意欲的に

まとめられ、 一般会計は1兆

4，192億円、財政投融資計画

は5，198億円といずれも目立

った増加となった。ことに支

出の面では12%増の財源が、

製鋼一貫作業の製鉄所全景 公共事業費、社会保障費等に

重点的に配分され、公共事業

費では道路整備 5ヵ年計画が

1兆円計画に増額されて、 5

割増の予算計上となり、港湾

整備がその促進に合わせて特

別会計設置となり、社会保障

費では、国民年金の年度内創

設が予定された。 33年度に棚

上げされた経済基盤強化資金

は、 (22l.3億円〉全額歳入予

算財源に繰り入れられた。財

政投融資計画は3割増であっ

て、道路、鉄道、住宅に資金

を多く振り向け、原資として

民間公募分も倍増した。まさ

新鋭設備を誇る製鉄所
に経済基盤の強化をねらう予

算であった。この予算に対し
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て、安定から成長に踏みきったと

の評もなされ、日銀をはじめ金融

界は積極予算に警戒の態度を示し

Tこ。

予算編成の積極意図に止まら

ず、政府は34年度予算実施の面で

も公共支出の繰上げをして、年度

前半の支出比率を高め、 33年度来
老人福祉ホーム

の道路整備 5ヵ年計画の促進を図

ったが、 34年の経済好調の雰囲気の中で自由民主党・岸内閣に所得倍増への政

策立案の意向が強まり、 35年度予算はその方向でまとめられる情勢となった。

この方向での構想は固められたが、租税収入増大が十分に期待できないため

に、大幅の減税が困難となり、大衆減税の優先あるいは建設公債の発行の意見

も出ていた。秋に入って各省庁の35年度概算要求は 2兆1，066億円に達し、景

気の上昇も急調であったことで、与党内でも景気刺激を避けて経済基盤を固め

るための予算にまと

める意見が出始めた

が、 9月末の伊勢湾

台風による被害がき

わめて大きかったの

で、佐藤蔵相は災害

克服を予算の旗印と

して、減税を取り止

めて35年予算案をま

とめ、 34年度の租税

の増収分をすべて災

害対策に振り向ける 34年 9月に襲来した伊勢湾台風による惨状
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措置をとった。 35年度予算は中立予算でなければならなかった。

34年12月の公定歩合引上げは景気過熱に対する警戒措置であったが、予算は

特に景気に対する警戒を示す内容にはならなかった。むしろ災害対策を中心に

公共事業促進を計画した積極予算であり、一般会計の規模は 1兆5，697億円、

財政投融資計画は5，941億円と34年度に続いて著しく増大した計画となった。

財政投融資計画では5，000万ドルの外債発行が予定された。予算が積極予算の

性格を強めた一因には、予算案決定に際しての与党の積極的な働きかけがあっ

た。かつての多党時代には予算案が国会に提出されてからのかけひきがあっ

て、予算案の修正が毎年度続いたが、保守合同以後は、国会提出後の修正はほ

とんどなく、予算案が決定するまでの段階で与党がいろいろと動くという傾向

が強くなった。 35年度予算の大蔵省原案が閣議に提出されたのは12月22日であ

ったが、政府案の決定は翌年 1月13日であり、この間20日以上を経過した。予

算規模は原案以上にふくらむことはなかったが、財政投融資計画で152億円増

加し、原案になかった医療公庫の設置が加わった。

2 積極財政の展開

一一昭和36年度以降の財政一一

公定歩合の引上げで、金融政策は警戒の態度を示したが、経済は比較的順調に

上昇を続けた。 34年の経済は政府の予想をはるかに超える著しい伸びをみせ、

そのため租税収入は急増した。 34年度補正予算は災害対策に始まって3次に及

び、財源は洗いざらい使いつくしたと言われたが、それでもなお多額の剰余金

が出た。 35年度の経済も順調に伸びて、予算編成時に減税を取り止めたほど心

配された租税収入には全く不安がなくなった。安全保障条約改正や九州の三池

炭坑争議に示された政治的、社会的不安の一掃を意図して、 35年 7月に岸内閣

に代わった池田内閣は、経済の好調をパックとして所得倍増を政策の表看板に

立て、 10年で国民所得の倍増〈平均7.2%の成長〉、当面3年の 9%成長を旗印

として、財政政策でも積極的に取り組む姿勢をみせた。自由民主党も減税、公
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共投資、社会保障の 3本を政策の柱とした。
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租税収入にかなりの余裕があったこともあって、 35年度内に減税を実施する

ことになったが、それでも減税と公共投資の両立を公債不発行の条件で進める

ためには揮発油税の増徴が必要で、あった。多くの政策を実現するにはやはり財

第 8-9表昭和36年度予算

〈単位:億円、%)

35 36 

当初 補正後 当 初
構成cc

租 税 及 印 紙 収 入 13，366 15，245 16，649 85.2 

専 売 納 付 金 1，364 1，403 1，497 7.7 

官業及益金及官業収入 172 172 197 1.0 

政府資金整理収入 193 193 154 0.8 

雑 収 入 433 470 519 2.7 

前年 度 剰 余 金 受 入 168 168 512 2.6 

歳 入 言十 15，697 17，652 19，528 100 

社 ムヨミ 保 障 関 係 費 1，817 1，928 2.467 12.6 

文 教 関 係 費 1，803 2，034 2，287 11. 7 

科 企す主4一与 技 術 振 興 費 252 245 277 1.4 

国 債 費 274 274 408 2.1 

恩 給 関 係 費 1，300 1，300 1，321 6.8 

地方交付税交付金等 ，2，865 1，317 3，566 18.3 

防 衛 関 係 費 1，546 1，577 1，778 9.1 

賠償等特殊債務処理費 240 308 276 1.4 

公 共 事 業 関 係 費 2，769 3，067 3，455 17.7 

住宅及び環境衛生対策費 157 157 185 0.9 

農 業 保 険 費 115 130 129 0.7 

貿易振興及び経済協力費 45 48 58 0.3 

海外経 済 協 力 基 金 50 0.3 

中 .:i1 乙 業 対 策 費 26 26 46 0.2 

食糧管理特別会計繰入 112 321 390 2.0 

産業投資特別会計繰入 120 

農 業投資特別会計資金繰入 350 一
そ の 他 事 項 経 費 2，295 2，340 2，736 14.0 

予 備 費 80 100 100 0.5 

歳 出 メ口』 計 15，697 17，652 19，528 100 
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第 8-10表昭和37年度予算

36 

補正後 当

租 税 及 ドロ 紙 収 入 18，195 

専 売 納 付 金 1，497 

官業益金及官業収入 197 

政府資産整理収入 154 

雑 収 入 519 

前年度剰余金受入 512 

歳 入 計 21，074 

社 ムヱミ 保 障 関 係 費 2，545 

文教及科学 振興費 2，672 

国 債 費 408 

恩 給 関 係 費 1，321 

地方交付税交付金 3，909 

防 衛 関 係 費 1，809 

賠償等特殊債務処理費 276 

公 共 事 業 関 係 費 3，912 

住宅及び環境衛生対策費 198 

貿易振興及び経済協力費 109 

中 ~二 業 対 策 費 45 

石 炭 対 策 費

食糧管理特別 会 計 繰 入 690 

産業投資特別会計繰入

農業投資特別会計資金繰入

そ の 他 事 項 経 費 2，961 

予 備 費 220 

歳 出 ム口ー 計 21，074 

(単位:億円〉

37 

初 補正後

20，421 21，784 

1，595 1，595 

238 238 

161 161 

602 602 

1，251 1，251 

24，268 25.631 

2，926 3，116 

3，053 3，170 

685 685 

1，301 1，301 

4，482 4，876 

2，058 2，110 

292 292 

4，398 4，539 

244 244 

139 139 

91 91 

108 139 

710 710 

230 230 

350 

3，351 3，440 

200 200 

24，268 25，631 

源、に限界があり、財源にゆとりがあるという雰囲気が浪費に結びつきやすい傾

向を示してきていたので、大蔵省では予算編成作業の過程で、公共投資等の政

策実現を図りつつ、他方で経費の効率的使用の再検討を進めた。公共補助金の

整理、食糧管理会計赤字補填増大の処置、防衛費、公務員給与等に問題があっ
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第69代大蔵大臣水田三喜男

た。補助金の種類、件数が多くなり、そ

の効果が疑われて、その合理化のための

調査検討はすでに始められていた。米価

問題をめぐって食管会計の赤字が増加

し、財政問題として根の強いものになり

はじめており、 30年以来の米の連続豊作

もあって、食管制度自体が検討事項であ

った。防衛費は防衛庁費の増額が防衛分

担金の減額で相殺され、特に目立った増

額ではなかったが、 35年度で分担金がな

くなったので、防衛費の増大は、そのま

ま経費増大に結び、っき、予算編成の重要

課題となった。経済成長過程で民間給与

は目立って改善され、公務員給与改善の人事院勧告も人件費増加の大きな要因

になりはじめた。

水田蔵相は35年度補正予算と結びつけて15ヵ月予算の構想、を持ち、年度内減

税でその一部を実行 したが、さらに35年度補正予算で、災害対策、食管会計赤

字補填、公務員給与改善、地方交付税の増額の外に、租税収入増加の一部を産

業投資特別会計と同資金とにそれぞれ120億円、 350億円繰り入れて、 15ヵ月予

算構想による政策推進の意図実現を加えた。補正予算は第1次1，515億円、第 2

次 440億円、計1，955億円となり、財政投融資計画も361億円追加され、補正の

規模としては従来に例のない大きなものとなった。

36年度予算は増大促進要因をいくつもかかえていた。自由民主党・池田内閣

の積極政策の方針、 11月の総選挙、既定計画による予算増大要因の累積等であ

る。 9月下旬の各省庁の概算要求は 2兆3，215億円にも及んでいた。総選挙が

聞に入ったので、予算編成作業が遅れ、大蔵省原案が閣議に提出されたのは36年

1月 5日で、 一般会計は 1兆9，374億円、財政投融資計画は7，011億円と前年度
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当初計画に比して、それぞれ23.4%、18%の増大であった。原案に対する復活

折衝の段階で、総選挙での自由民主党の議席増加の勢も加わって、予算はさら

に政策の積極推進を盛り込んで、 19日決定の政府案では、一般会計 1兆9，528

億円、財政投融資計画7，292億円に増加し、財政投融資計画の増大が目立ち、

その規模は一般会計予算の4割に達した。この復活折衝で、道路計画は36年度

を初年度とする 5ヵ年計画が、大蔵省案の1.8兆円から2.1兆円に拡大し、社会

保障費(重要経費別〉は2，466.7億円に増加し、 35年度の35%増となった。減

税については揮発油税の増徴、租税特別措置の整理による増収があって、税制

改正全体としてみれば、差引きで1，000億円の減税にはならなかったが、減税

の点だけでみれば国税の減税は平年度で1，130億円となった。

37年度予算の編成は36年度の際と異なって、一本調子の積極政策を実現する

わけにはいかなかった。 34年以降36年にかけて、経済は戦後に例のないほど拡

大して、投資が増大し、しかもこの間に輸出も増加し、所得の増大が租税収入

を増加させて財政の基礎は安定していた。この増加租税収入を産業投資資金に

繰り入れて、政策を積極的に進めることが一つの方法で、あったが、 37年度予算

編成に当たって、この増加租税収入を長期的視点から景気調整に振り向けるこ

とが検討された。租税の自然、増収分で調整資金を設け、景気の情勢に応じて適

宜支出することがその方法で、夏から秋にかけての予算構想を固める時期に

は、減税と景気調整を柱とし、大型予算実現が論議され、超均衡予算編成の気

構えがでていた。 9月の公定歩合引上げを契機に政策転換が打ち出され、需要

抑制の一策として36年度の財政においても、一般会計、財政投融資計画を通じ

て営繕関係費10%、特定費目を除いて 5%の繰延べが決定すると、 37年度予算

編成の焦点は5，000億円と見込まれた租税収入増加の扱いに集まった。財政に

よる景気調整は、長期的な経済成長実現のためには確かに有意義ではあった

が、予算編成の政治条件はその実現には必ずしも適しているとはいえなかっ

た。調整資金の構想が早く示されたことが逆効果となり、調整資金実現は困難

になり、せいぜい一部資金の棚上げが期待できる程度となった。
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景気抑制方針に対応して、 11月中旬に自由民主党と政府で打ち合わせた予算

編成の考え方では、国税、地方税を通じて1.800億円程度の減税を実施し、健

全成長予算として予算の執行を弾力的に調整しようとするものであった。景気

に対する姿勢は消極的で、緊縮の意図は示されず、国庫余裕金も弾力的活用と

いう形に後退して、棚上資金の実現も見送られ、経費の繰延べによって景気調

整策を実行することだけが残された。しかし、経費繰延べを当初から予約する

ことは法制上の疑点があって、結局予算編成では景気調整策はすべて後退し

た。

蔵相を中心に大蔵省は予算規模増大抑制につとめたが、既定経費、既定計画

による経費の当然増が大きく、 12月19日に閣議に提出された大蔵省原案は、間

接税中心の減税を織り込んで、一般会計 2兆4，268億円、財政投融資計画8，440

億円で、前年度比それぞれ24.3%、15.7%増であった。一般会計の増加率は36

年度とほとんど同じであった。予算復活折衝によって財政投融資計画は156億

円増加して8，596億円となったが、一般会計の規模は変らず、年内に政府案を

決定した。公共投資は引き続いて大幅に増額し、防衛費が第二次防衛計画の決

定で2，000億円を超えた。財政投融資計画では、道路、住宅、中小企業への資

金増加が大きかったが、輸出振興のための輸銀に対する投融資の増加が最も大

きかった。

37年度予算に対しては、景気調整下の財政計画としての政策の不在、政党の

圧力による放漫予算という批判もあったが、大蔵省では編成当初の景気調整資

金構想のころとは多少異なった見解に立ち、景気調整は金融政策による効果を

期待して、財政はむしろ景気調整浸透後の不況対策の役目を期し、さらに長期

的な成長政策としての公共投資促進、社会保障の充実の必要を認めていた。そ

れらは経費の増大と結びついていた。しかし、 37年度予算がそれらの課題を合

理的に実現しているわけではなく、その効果的、合理的運用には多くの問題が

残されていた。たとえば補助金についてみれば、その運営の実態が的確に把握

されておらず、整理の必要な経費は多かった。
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第71代大蔵大臣 田中角栄

37年度予算は景気停滞下に膨大な規模

のもの となったが、この経済条件のもと

で編成された38年度予算は、37年度の場

合と全く逆に、財源不足をどのように調

達するかが第一の課題であった。自由民

主党内では公債発行の意見も出た。しか

し、 7月の内閣改造後の予算編成検討で

は、むしろ租税増収期待困難に合わせて

財政規模の圧縮に主眼を置くことにし、

公債発行に対しては警戒態度をとった。

公債発行回避のために地方交付税の比率

軽減、教育費負担の格差設定、国債償還

方式の変更等が検討され、減税見送 りも

考えられた。 財源不足は財政投融資の原資についても例外で、はなかった。財源

問題で、は38年度予算の前に37年度予算の補正についても同様の状態であった。

このような条件の不利にもかかわらず、38年4月の統一地方選挙対策もあって、

与党内部では減税を、あるいは農地補償をの声が出ていた。 しかし、減税より

も社会保障と公共投資を唱えた池田首相の意向もあり 、田中蔵相は公債不発

行、減税困難の線はくずさなかった。予算要求は前年度予算の5割増内に抑え

るとの方針に従った各省の概算要求は10月には 3兆3，493億円に上り 、与党内

部からも積極予算を求める声が強くなった。 11月に入ったころには、田中蔵相

も外債に財源を求めて積極財政展開への意向を示したが、その後経済情勢がよ

うやく 低迷から脱して、 38年には上昇に転ずる見通しが立つよ うになっ て、 減

税も盛 り込んだ公共投資優先の予算が編成された。12月23日に閣議に提出され

た大蔵省原案は、一般会計 2兆8，558億円、財政投融資計画 1兆0，780億円(外

債発行を加えて〉で、前年度計画の20%増以内におさまったけれども、34年度以

降の高い増加率の傾向は続いた。復活折衝は比較的早く 片づいて、 前年同様に
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年内に政府案が決定し、一般会計2兆8，500億円、財政投融資計画 1兆1，097億

円と、前年度よりそれぞれ17.4%、22.6%増の規模となった。

財源不足が心配された38年度予算が、公債を発行せず、減税もして、かなり

積極的な性格のものとなったのと同様に、 37年度予算の補正も、初めは財源、の

不足が心配されたが、公務員給与、石炭対策、災害対策等の第 1次補正541.5

億円を組んだ後で、第 2次補正として821.3億円の補正を組み、これで産業投

資会計資金に350億円を繰り入れて、 38年度の財政投融資計画の原資の裏づけ

をした。

38年度の春から夏にかけて、経済は順調な上昇傾向をたどり、予算編成につ

いても、かなり意欲的な意見が自由民主党からも蔵相の口からも出ていた。し

かし、財政投融資の原資確保は不安で、欧州市場開拓の努力による外債発行の

必要が考えられていた。それでも内閣改造後の 7月23日の閣議了解で、 39年度

予算を38年度の 1割増程度とすることにして、国際収支の均衡を確保し、長期

安定成長の基盤強化を主眼とする健全均衡財政の方針を守ることを決めてい

た。この 1割増の経費の中には当然増と考えられるような公務員給与の改善、

災害復旧費、地方交付税、食管会計赤字補填等があるから、このような方針は

事実上きわめて消極的な予算となることを意味していた。これらの見通しは租

税収入の増加を約 2割増収の5，000億円としての計算でもあったから、財源対

策はかなり細かい点についても検討が進んだ。 38年度の自然、増収の産業投資特

別会計資金繰入れ、揮発油税の引上げ、インベントリーの取りくずしなどがそ

れであった。減税はきわめて限られた範囲だけで許されるものと予想された。

しかし、減税への期待は各方面から強く示され、衆議院解散含みの状況下

で、 10月中旬に池田首相の2，000億円減税の構想が出て、揮発油税等の増徴を

条件に減税計画が具体的に検討された。減税を加えて、しかも各種の新規経費

を計上するためには、相当の租税収入の増加を見込まなければならなかった

が、経済の好調持続の予想に立って予算編成は進められ、 12月20日に大蔵省原

案が閣議に提出された。一般会計3兆2，667億円、財政投融資計画 1兆2，945億
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第 8-11表昭和38、39年度予算

38 

当 初 補正後

租 税 及 t:1J 紙 収 入 23，053 25，121 

専 売 納 付 金 1，580 1，580 

官業益金及官業収入 259 259 

政 府資産整理 収入 224 224 

雑 収 入 757 757 

前年度剰余金受入 2，627 2，627 

歳 入 計 28，500 30，568 

社 会.保 障 関 係 費 3，616 3，880 

文教及科学振興費 3，717 3，880 

国 債 費 1.162 1，162 

思 給 関 係 費 1，347 1，347 

地方交付税交付金 5，403 5，848 

防 衛 関 係 費 2，412 2，475 

賠償等特殊債務処理費 240 240 

公 共 事 業 費 5，093 5，423 

住 宅 対 策 費 246 246 

環 境 衛 生 対 策 費 57 57 

貿易振興及び経済協力費 86 86 

海 運 対 策 費

中 :iI 乙 業 対 策 費 118 118 

石 炭 対 策 費 180 180 

農 業 保 険 費 145 253 

農業近代化等対策費 206 206 

食糧管理特別会 計 繰 入 535 785 

産業投資特別会 計 繰 入 497 557 

産業投資特別会計資金繰入 300 

そ の 他 事 項 経 費 3，241 3，323 

予 備 費 200 200 

歳 出 メ日』 計 28，500 30，568 

(単位:億円〉

39 

当 初

29，043 

1.568 

154 

232 

798 

761 

32，554 

4，307 

4，136 

455 

1，513 

6，214 

2，751 

256 

5，970 

300 

88 

107 

102 

166 

263 

1，026 

572 

4，030 

300 

32，554 
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円で、 7月に 3兆1，000億円台と予想されていた規模を大きく上回り、租税収

入も6，800億円以上の増加を見込んだ。この租税増収の見積りは従来になく高

いもので、いわゆる目一杯のものであった。それでも、この原案では十分な新

規経費計上の余地がなかった。補助金整理による既定経費の圧縮もそれほどに

効果を示さなかった。しかし、予算の復活折衝は早くまとまり、 3年続いて予

算政府案は年内に決定した。一般会計は大蔵省原案比113億円減、財政投融資

計画は同457億円増で、それぞれ3兆2，554億円、 l兆3，402億円となった。

38年度補正予算は比較的楽に組まれた。 38年度の景気好調を背景に租税収入

は予想外に増加したので、 2次の累計2，068億円の追加となり、最終補正では

300億円を産業投資特別会計資金に繰り入れた。

3 補助金の増大とその整理問題

終戦後の財政史は一面では補助金整理の努力の歴史である。その整理の組織

的な第一着手がシャウプ勧告による地方財政平衡交付金制度の採用で、あった。

補助金が主として国が地方団体に交付するものであったことにかんがみて、シ

ャウフ。は、 (1)固と地方の責任の分界を混乱させる傾きがあり、 (2)地方当局を不

必要に中央政府の細かい統制下におき、 (3)補助金額の決定に際して国の官吏と

地方吏員との聞につまらない摩擦を生ぜしめ、 (4)財政力を異にする各地方の負

担を平均化する方法がない、として地方公共団体に対する補助金の整理を勧告

した。平衡交付金の基準設定に際して補助金の圧縮整理の努力が進められた

が、徹底した整理が果たされず、 26、27年度にもその努力は実らずに、新規経

費の増加で、かえって補助金は増大し、 28年度には講和後の施策要求の集中があ

り、議員立法による増加もあって予算に占める補助金の比率は急増した。 29年

度予算編成は経済自立のための緊縮方針を徹底して、いわゆる 1兆円予算を実

現したが、この際に特に補助金の整理が重要課題となって、その増大抑制によ

り1兆円予算実現が保証された。そして地方財政再建整備の必要がようやく一

般の理解を得て、補助金制度の合理的運営の条件ができかかった。しかし、地
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方財政の再建のためにも補助金が必要であったし、 32年度以降の経費の増大過

程で補助金は再び増加した。

一面、補助金は経費の増大を抑制しつつ効果をあげる一つの手段であり、経

費の効率的使用をねらうもので、あって、経費増大過程には必ず増加する性格を

持つものであるが、同時にそれが多方面に用いられていわゆる総花式となり、

かえって効果を少なくすることになる。このような傾向から経費膨張の過程

で、経費の効率的使用が重要課題となり補助金の整理が問題となった。補助金

が多岐化、零細化を伴い、効果を不明にし、監督もゆきとどかないという傾向

を示してきたので、これを是正するために、大蔵省では34年から補助金の実態

調査に着手した。 34年9月に設置された補助金制度懇談会は l年余の調査結果

を36年 1月に報告にまとめたが、補助金の全容を明らかにするには至らなかっ

た。この調査のかたわら、連年、補助金圧縮の努力が予算編成に際して進めら

れたが、急速な経費の増大、支出内容の多様化もあって、補助金は件数も金額

も増大した。 36年度予算編成に当って公共補助金の再検討による効率的運用が

図られたが、実効をあげずに終わった。

37年に入って、補助金合理化は大蔵省の問題から内閣の問題に発展し、閣議

決定で補助金等合理化審議会が設置され、 5月にはその第1回の会合が聞かれ

た。 2年を目途として、補助金の根本的検討による合理化方式の探求が図られ

ることになった。 37年度予算の補助金は一般会計で963件と31年度の1.6倍に達

し、 36年度より41件増加していた。審議会は38年5月までの約 1年間で調査を

終え、審議検討による答申を12月初めに提出した。答申は合理化と能率とを柱

として、補助率を 2分のl以下へ引き下げ、零細補助金を廃止するなどの広範

な事項を指摘した。

審議会の答申は、実際の予算要求に当ってなかなか守られず、 34年度の812

件、 4，042億円から38年度の971件、 7，220億円に拡大していたのに、 39年度予

算編成ではさらに新規に382件、 378億円の要求が出て、合理化、能率化への期

待とは無縁の印象を一般に与えていた。しかし、すでに39年度から財源難は深
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刻であったから、補助金の整理、合理化は財政的な強い要請で、あった。 39年に

入って補助金等合理化審議会の解散の後を受けて、大蔵省に財政問題調査研究

会を設けて補助金合理化への努力を続け、 40年度予算で補助金圧縮の実効をあ

げることを企図した。 40年度の各省庁の予算要求の前に、閣議は補助金整理の

方針を決定し、大蔵省は各省庁に合理化の方針、範囲の提示を求めた。財源難

による経費増大困難はそのことだけで補助金増大抑制に作用してはいたが、す

でに39年度予算から、施策の実現について利子補給の方式がとられるようにな

り、経費圧縮の努力がこの方式を助長する結果となって、補助金の整理はます

ます困難となった。 40年度予算で補助金の件数は約1，000件となり、金額も約

9，000億円に増大した。
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第 2節財政法改正の問題

石橋内閣は32年度予算で1，000億円減税、 1.000億円施策のキャッチ・フレー

ズによる積極財政推進を唱えたが、その際に31年度補正予算で租税の増収分の

一部を産業投資特別会計資金に繰り入れて、それを32年度以降の財政投融資の

原資に充てる策をとって、積極政策の資金的裏づけを強めた。 31年度の繰入資

金は32年度以降に各年度150億円、 30億円、 132億円と使用された。

しかし、このような措置が財政法の建前からみてその合法性が疑われ、国会

でも、国会外でも議論の対象となった。もともと財政法は財政運営の基本を示

すものであり、その制定が、戦前の財政運営の反省によるものと理解され、そ

の健全財政の精神が予算の均衡と債務償還の積極推進とにあると解されていた

ので、租税収入増加が歳計剰余金となり、その半額が債務償還に振り向けられ

るはずであるものを、事前に他の費途に振り向けることについての反対意見で

あった。

その後35年度予算補正に際して、再度産業投資特別会計資金への租税収入増

加分350億円の繰入れが行われ、この措置の合法性が問題となった。財政法第6

条違反としてではなく、第29条の修正条項に該当する補正であるか否かであ

り、補正が必要避くべからざるものであるか否かが議論の焦点であった。必要

避くべからざるか否かの判断は政府にまかされるという解釈もあったが、その

ような繰入措置が必要避くべからざるか否かを納得させることの困難もあっ

て、 37年には財政法第29条は改正された。

債務償還促進が財政法の基本精神であれば、この改正は財政法の一貫性を乱

すものとなるわけであったが、 24年度以降公債の発行をなくし、その後の経済

急成長過程で、租税収入が増大して債務償還が進んだので、債務増加による財政

インフレーションのおそれが薄らいだことが一方にあり、他方で公共部門の活

動を積極化して、経済急成長による公共投資の遅れを取り戻すことの必要性に
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ついての理解があって、この両者から第29条の改正が容認された。 37年度補正

で350億円、 38年度補正で300億円が産業投資特別会計資金に繰り入れられた。

31，35，37，38の各年度の資金留保措置は、租税の自然増収分を利用した弾力

的運営の方法であったが、 39年度以降では財源が乏しくなったために、財政法

第 6条の債務償還規定の緩和が問題となり、 40年度予算編成に際して38、39年

度における第 6条の剰余金の繰入れについては、剰余金の 2分の 1の規定を 5

分の 1とすることに改められた。
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第 3節税制の改正

1 租税体系の検討整備

シャウプ勧告以後の税制改正は、過重といわれた国民負担の軽減がなにより

の課題であり、そのために所得税の諸控除引上げによる低所得者の負担軽減に

重点がおかれた。この改正による租税収入の減少は1割を超えることが多かっ

た。この方向は1兆円予算以後少しゆるめられたが、なお積極的軽減の方向は

続けられ、 32年の改正では中位の所得者の負担軽減をねらった所得税率の引下

げがあった。このような方向に対して、その後の税制改正は負担軽減が一つの

課題であったことは変わらなかったが、積極的軽減ということには結ひ、つか

ず、負担増大を回避することに主眼を移し、経済成長過程の諸対策を税制で実

行する面が現われた。その萌芽が32年の改正の際の揮発油税の増徴であったo

また、 32年の改正は臨時税制調査会の審議による答申を基礎にしたものであっ

て、このような諮問機関の意見を徴して税制改正を進める体制が固まった。大

蔵省の税制改正の仕事も、なかば税制調査会対策に向けられることになった。

したがって、この時期の税制問題は、税制調査会の審議に即してとらえる必要

があるo

33年には32年の改正の際に実現洩れとなった間接税と相続税とが改正の対象

となったが、 33年12月には臨時税制委員懇談会が扶養控除重点の答申を出し、

自由民主党の国民負担軽減のスローガンに応じた。またこの答申では租税特別

措置に触れ、間接税、地方税についても意見を示したが、地方税については二

本建の答申となり、税制改正実施への迫力を欠いた。租税特別措置の整理は見

送られ、酒税、物品税、入場税には手がつけられたが、租税体系としての検討

に基づく税制改正というほどのもので、はなかった。

経済の急成長に即応した租税上の問題を十分に検討して、税制の体系的改正
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を図ることをねらって、 34年 5月には税制調査会が設置され、調査会は36年末

を第一目標に、 37年末を最終目標に税制の調査検討に取り組んだ。従来個々の

税目ごとに扱った問題を企業課税、地方税の再編成、間接税その他の体系整備

の三者として、これを中心課題として検討を進めた。景気上昇の過程で個人営

業者の法人なりが続出して、いわゆる法人ラッシュが生じ、所得税と法人税と

を企業課税という立場から検討する必要があった。地方税は各地域の独立財源

としての適性の検討であり、間接税の問題は32年の所得税の大幅軽減、揮発油

税の増徴が直接税中心主義の修正ともいえるものであったことに対して、間接

税負担の体系をどのように理解し再編成するかの問題であった。

25年以降、 31年を除いて毎年所得税の減税が行われていたので、税制調査会

も35年に従来の改正からみて中程度の減税実施の答申をする予定で準備を進め

ていたが、 9月の伊勢湾台風による災害対策費の増加が見通され、佐藤蔵相が

災害対策中心の予算編成方針を固め、減税見送りに踏みきったので、税制調査

会もこの意向を了承した。これは、 34年度の租税収入の増加分が、災害対策費

等の補正予算を組むのがやっとであり、 35年度の租税収入についても特に大き

な増加となることが予想されなかったためのものであった。しかし、 35年度予

算案が国会に提出されたころには、 34年度の租税収入がかなり増加し、 35年度

の増加も2，154億円を予算に計上したので、税制調査会は減税見送りを政府が

申し入れたことに遺憾の意を示し、 35年3月の会合では、租税負担の比率を国

民所得の20%以下に抑える方針を申し合わせた。

35年の減税見送りと租税収入急増の事態とを前提として、税制調査会は36年

に大幅な減税を実施する目標で税制の審議を続け、負担軽減の見地から、企業

減税よりも所得減税に重点をおいて検討した。所得税については、法人なりの

増加に関連して、個人企業と法人企業との負担のバランスが問題とされ、さら

に個人企業を優遇した場合、事業所得者と給与所得者との負担のパランスが問

題とされたが、結局は、専従者控除の拡張と配偶者控除新設とに固まった。租

税特別措置の整理も検討されたが、一部準備金の縮減等が図られたとはいえ、
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経済情勢に対する考慮もあって、その整理が十分とはいえなかった。地方税の

検討は一応行われたが、十分な答申を出すだけの審議に至らず、間接税につい

ての検討は答申に間に合わず、 12月初めに提示された答申は、当初の3課題を

網羅することはできなかった。しかし、答申は税制の今後のあり方として、国

民所得に対する租税負担率を20%程度の現状に抑えることを目標として、引き

続き減税政策を続けることを基本におき、税制の問題としては、所得税を昭和

15年当時との比較で検討し、中小所得者の負担軽減を取り上げ、企業課税とし

て法人税率の軽減よりも企業の資本構成、資金調達との関係で検討し、配当課

税、減価償却、中小法人課税の問題を取り上げた。

この答申に対して、予算編成での経費増加が減税財源を圧迫し、税制改正に

当っては、この答申で検討事項とされていた揮発油税の引上げ、軽油引取税の

増徴が加えられ、差引の純減税では、調査会の当初企図した規模には、はるか

に及ばない小さなものとなった。それでも、この改正によって企業課税という

新しい観点が加えられ、法人税において配当所得に対する軽課措置 (38%から

28%へ〉が始まり、個人株主の受け取る配当の税額控除が、 20%から15%に縮

小された。地方税の自主性強化は、所得税の減税が自動的に住民税に影響しな

いように、住民税の課税方式を変えたことにあった。電気ガス税等の軽減を図

ったが、反面、増徴された軽油引取税は、増税の揮発油税同様に新道路整備計

画財源、となるものであり、税制の中にも受益者負担的な考え方が持ち込まれ

た。前述の配当軽課措置は資本構成の是正という見地から取り上げられたもの

で、いわば経済成長の過程で、問題の生じたものであり、この時期の性格をよく

示す措置であった。

36年の改正で残された間接税の検討が、 37年改正を目指す税制調査会の課題

であったが、それをさらに体系的整備として検討するとともに、従来から課題

となっていた国税通則法の制定がもう一つの大きな仕事であった。

まず、間接税関係については、 36年改正で、果たせなかった税制全般の体系的

な整備の総仕上げをねらったものであった。間接税の大幅軽減が課題であると
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ともに、所得税の軽減と国税、地方税を通じての税減配分が問題であり、税制

調査会は幅広い検討を進めた。 12月初めに答申にまとめられた税制改正案は、

国税・地方税を通じて1，700億円余の戦後最大の規模の減税となり、 3年度に

及んだ調査会の審議の締めくくりをみせた。

中小所得者の負担軽減ということで、所得税の諸控除の引上げ、税率軽減

と、酒税、物品税、入場税等の引下げとが減税の中心となったが、間接税の軽

減は26年以来の大幅のもので、あった。間接税の軽減は、戦後の税制改正が主と

して所得税を中心とする直接税にかたより、間接税の軽減が見送られがちであ

った関係もあって、所得税を納めない低所得階層における間接税の負担が相当

重いと考えられたためで、あった。一方企業課税としての法人税には手がつけら

れず、租税特別措置の整理も見送られたが、国と地方の財源配分がまとめられ

て、所得税から道府県民税への税源委譲、たばこ消費税の税率引上げ(地方の

プラス〉と入場税の譲与廃止が決まった。

また国税通則法は、税制の体系的改善整備の一環として、税制調査会が34年

5月から36年7月まで審議し、その答申に基づいて制定したものである。これに

よって国税の各税法を通ずる基本的な法律関係、手続等の規定の整備統合と、

各種加算税や訴訟等の制度の改善合理化が図られることになった。 34年の国税

徴収法の改正とともに、税制および税務行政面の合理化と整備とがこれで果さ

れることになった。

2 長期安定税制の検討

37年に税制調査会は再発足した。調査会の課題は長期安定税制の実現にあっ

た。 36年12月答申まで、の3年度にわたる審議では、基本的な税制上の問題が取

り上げられ、租税体系としての改正も行われたが、その期間の目ざましい経済

の成長がこの改正実施を助長していたと同時に、成長が基本のねらいを狂わせ

てもいた。租税負担率を国民所得の20%に止めることは結果として果たされ

ず、 36年度の実績見込みの負担率は、 20%を超えて22.8%になるものと見込ま
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れていた。経済成長を見越して望ましい方向づけを行い、長期の成長過程のな

かで税制確立の方策を求めようとするものであった。

このような調査会の課題に対して、経済の状況は従来と変わった方向に動き

はじめ、それが税制への要請となって調査会の意向に水をさすものとなった。

さしあたり、 38年度の税制改正についての答申作成が調査会の仕事となった

が、 36年秋の政策転換以降の事態に対して、政財界の一部で利子所得課税の廃

止が提唱され、また法人税滞納の増大に対処して、所得税軽減よりも法人税軽

減等の景気対策重視の税制実現を望むなど、これまでの国民負担軽減の方向を

とってきた調査会の意向とは異なったものが示された。さらに37年の景気停滞

による租税収入増加の減少が見越されて、大蔵省内部には38年度の減税の余地

なしとの見解も出た。大蔵省内部では早くから租税特別措置の整理などによる

所得税減税中心の減税計画を立て、与党へ説明するなど、従来の方向の実行意

図をみせていたが、蔵相はむしろ景気対策等の政策減税を重視する意向を示し

ていた。これらの見解の対立も、 38年度の租税収入増加が2，000億円を大きく

上回ることがないとの見通しに立っていたが、それでも自由民主党内では積極

的に減税すべしとの意見も強く、政府、与党、調査会の意見がまとまりにくい

情勢が続いた。しかし、税制調査会は物価上昇分の調整程度の所得税の減税は

行うべきであるとの方針から、 12月に基礎、配偶者、扶養の 3控除と専従者控

除とを各1万円引上げることを中心に答申をまとめ、併せて利子配当所得に対

する特別措置の延期と、公共施設用の土地の譲渡所得に対する非課税6項目の

新規の特別措置を認め、中小法人課税の調整、地方税軽減にもふれた。しか

し、減税の規模としては小さいものになった。

この答申に対して、政府は、具体的税制改正案作成に当って、基礎控除以外

の諸控除引上げを半額に抑え、利子配当所得の源泉徴収率を10%から5%に引

き下げるなどの変更をして、いわゆる政策減税の性格を強め、減税規模を圧縮

した。国税の減税額は平年度で540億円と計算された。

38年度に入って税制調査会の審議が再開されたが、調査会の意向と政府首脳
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の政策意図とはさらにくい違いをみせた。調査会は2年にわたる審議事項を租

税体系と税負担、所得税、資産税、消費税、租税特別措置に分け、税負担の公

平に審議の重点においたが、政府首脳は貿易為替の自由化実現を目前にして、

企業減税を重視する態度を示していた。 8月には池田首相は39年度減税につい

て輸出振興対策の重視、所得税よりも住民税、電気ガス税の減税配慮等を示し

た。主税局の意向は租税体系重視の立場から、所得税減税に重きをおいてい

た。このような意見の聞きも、租税収入の伸びがあまり期待できないことが大

きな理由であったが、 38年の経済が比較的好調であったことから、 39年度の減

税についての見通しも明るくなり、田中蔵相も10月には企業減税を含めて

2，000億円減税の検討を事務当局に指示し、調査会もこの意向を容れて、 12月

には平年度2，000億円を超える大規模な減税の答申をした。答申は企業減税と

して企業の内部留保の充実、設備更新と中小企業負担軽減のための法人税の改

正をはじめ、相続税、揮発油税、租税特別措置、地方税軽減等にふれ、特に所

得税については中小所得者、給与所得者の負担軽減に重きをおいていた。

この答申に対して予算案決定の過程で、政府は揮発油税と地方道路税の引上

げを決め、電気ガス税の減収補填のため、国からたばこ専売納付金の一部を地

方に移譲して、たば

こ消費税の税率を引

き上げることを決め

た。また証券投資信

託分配金の源泉分離

課税を加えて、給与

所得控除引上げを圧

縮した。政府は2年

続けて税制調査会の

答申を修正し、所得

減税を、減らして政策 近代的設備のガソリン精製工場
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減税をふやした税制改正を実行した。
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第 4節財政投融資の増大

l 原資調達の推移

財政投融資計画が、予算審議の参考資料として国会に提出されたのは、昭和

28年度予算審議の際で、あった。当初は計画としての体系は必ずしも明確ではな

く、むしろ政府管理の資金運用の相互関連を明らかにするための表であり、講

和以前に司令部が直接管理する資金との二本建で、あったものが統合された機会

に、その資金の系路を整理する手段でもあった。したがって、その原資も一般

会計、資金運用部、簡易保険、産業投資会計、それに余剰農産物等の多方面か

ら供給されていた。なお31年度末に産業投資特別会計資金が作られ、さらに33

年度末に外債発行が実現した。そして成長経済過程における財政の役割の増大

に応じて、財政投融資も大きくなった。既述のように、財政の規模は年を逐っ

て増大テンポを高め、 33年度予算 1兆3，121億円に対して38年度は2兆8，500億

円と2.2倍に増大したが、財政投融資計画は同じく 3.995億円に対し 1兆0，529

億円と2.6倍に増大して、予算規模に対する比率は30%余から37%へと著しく

高くなった。 33年度には外貨借入れによる運用が計画表に入っていないが、こ

の点を加えてみても、財政投融資の相対比率の増大は変わることはない。

財政活動の増大が、予算面では補助金の増大という性格を示したのと同じよ

うに、金融的形式で、示したのが財政投融資の増大で、あって、計画発足当初は機

関の設立についての出資が多かったが、 30年代にはすでに機関設立は一応終了

し、課題は、これら機関の活動のための資金供給となった。年々の減税計画が

抑制されて財政規模が増大したが、それ以上に財政投融資が増大したので、あっ

た。 5年度間にそれは2.6倍となった。このような財政投融資の増大がどのよ

うにして実現可能であったのか、次にその原資調達の推移をみよう。

34年度計画が33年度の30%増となったのは、 33年度計画が景気調整下の計画
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第 8-12表財政投融資原資計画推移(年度当初)

(単位:億円〉

IYLR 昭和32 33 34 35 36 37 38 

産業投資特別会計 378 277 382 260 398 532 634 
内〉一般会計繰入れ 50 230 497 
資金より繰入れ 150 30 133 150 150 93 

特特定別物会資計納受付入処理れ 29 20 28 31 37 31 

資金運用部資金 2，128 2，437 2，928 3，416 4，297 5，082 6.413 

内〉郵 便貯 金 1，150 1，150 1，000 1，300 1，450 1，550 1，900 

厚 生 年 金 420 480 565 770 1，040 1，320 1，660 
国 民 年 金 一 300 400 428 

その他預託金等 464 750 1，280 1，020 1，180 1，315 1.854 

簡 保 資 金 740 858 1，000 1.150 1，360 1，500 1，600 
公募債借入金等 845 423 888 1，115 1，237 1，482 1，882 

メ口斗 計 4，091 3，995 5.198 5，941 7，292 8，596 10，529 

外 貨 債 (16) (179) (131) (128) (445) (456) 568 

再 5十 一 一 (9，052) 11，097 

備考:各年度の構成に従って，年度を追って表示したものである。

37年度以前の外貨債は，計画としては計上されていないので，参考のため

( )に入れて計上した。

で、その規模を圧縮したものであったことに対応して、相対的に大きくなった

ことによっており、特に原資増大があったためではない。公募資金を32年度な

みの888億円を予定したが、資金運用部資金の中枢である郵便貯金は、 33年の

停滞からむしろ1.000億円へと減額見込みを立てた。しかし、資金運用部の厚

生年金、その他預託金、簡保資金等の資金の増加に支えられて、 5，198億円の

原資調達の計画が立った。一般会計からの産投会計繰入金50億円と産投会計資

金132億5，600万円もこの計画実現を助けた。

35年度については、郵便貯金の増加に対する不安も34年の経済好調によって

後退し、 34年度中に見込みを大きく上回る増加が見通されるほどであり、厚生

年金積立金の増大、公募資金の増加等により、 35年度の5，941億円の計画が立
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第 8-13表財政投融資運用計画推移(年度当初)

(単位:億円)

;-;------_三三 昭和33 34 35 36 37 38 

民間への資金供給 2，546 3，338 3，634 

公庫等 1.498 2，085 2.224 2，856 3，780 4，543 

内)輸出入銀行 80 360 360 570 810 810 

開 発 銀 1四I・ 325 450 430 470 570 876 

住宅金融公庫 273 330 360 400 490 595 

医療金融公庫 10 48 59 72 

国民金融公庫 235 250 290 375 465 565 

中小企業金融公庫 275 275 315 425 590 668 

農林漁業金融公庫 195 285 328 405 443 572 

公営事業金融公庫 5 5 3 3 193 200 

北海道東北開発公庫 110 120 110 140 160 185 

公団等 614 725 855 1.054 1.372 2，231 

内〉住 宅 公 団 312 352 354 435 539 672 

道 路 公 団 127 149 171 220 330 624 

帝都高速度交通営団 30 35 55 85 100 120 

愛知用水公団 50 81 60 49 13 18 

首都高速道路公団 一 一 82 130 150 288 

阪神高速道路公団 一 10 57 

年金福祉事業団 150 200 

特殊会社等 434 528 555 527 470 470 

内〉電源開発会社 344 400 435 410 327 304 

商 工 中 金 30 32 30 40 70 50 

政府事業建設投資 449 760 847 

特別会計 129 205 97 120 127 160 

公 社 320 555 750 815 858 1，238 

内〉国 有 鉄 道 285 505 670 765 800 1，098 

地方債等 1.000 1，100 1，460 1，920 1，989 2，455 

ムロ 計 3，995 5，198 5，941 7，292 8，596 11，097 

った。この35年度計画では、産投会計からの出資に期待することが小さかっ

た。それは同会計の資金が34年度限りで余裕資金を使いきってしまったこと

と、減税を止めたほどに歳入財源が乏しいとみられ、一般会計からの産投会計



第 8期第3章成長経済下の財政金融

への繰入れがなくなったためであった。しかし、 35年度の租税収入の著増に対

応して、年度中に一般会計から120億円の繰入れがあって、財政投融資計画の

増大があり、年度末には同じく 350億円が同会計資金に繰り入れられて、 36年

度以降の原資補充が図られた。

36年度の計画は35年度当初計画の増加率以上の増加で、 7，292億円と伸びた。

一般会計が租税収入の増大で24.4%も伸びたのに比べれば、その伸びは22.8%

でやや下回ったが、 34年度の特殊な増加率を除けば、この伸びはこれまでの増

加テンポを大きく上回るもので、しかもその原資は公募資金に多くをたよるの

ではなく、資金運用部資金に多くをたよる計画であった。そして特に厚生年金

の増大と36年に発足した国民年金資金を原資に求めることができた。産業投資

特別会計の資金からの繰入れも原資確保を高めた。

37年度の計画は、伸び率は落ちたものの、景気調整策のもとでの計画として

は大きな規模であった。その8，596億円は36年度当初計画の17.8%増にあたっ

た。この増大は輸出振興や中小企業、住宅対策等によるものであり、したがっ

て低利資金を多く求めたもので、一般会計から230億円、産投会計資金から150

億円が繰り入れられ、公募資金は 2割増の1，482億円が予定された。資金運用

部資金の増加が特に目立たなかったのは、厚生年金、国民年金の積立金の著し

い増加にもかかわらず、 36年の郵便貯金利子の引下げ以来、貯金の伸びが落ち

て、多くを原資に期待することが困難で、あったことによっていた。郵便貯金は

36年度の1，450億円に対し、 37年度の大蔵省原案では1，500億円であったが、政

府案決定に際して、ょうやく 1，550億円としたのであった。

財政投融資計画が一般会計に対する比率を32年度まで年々高めていたのが、

その後停滞的となったのは、一般会計が急速な租税収入増加に支えられたこと

で、その規模を拡大したことが一因であるが、投融資の原資としての郵便貯

金、簡易保険、郵便年金の伸びの衰えが大きな理由で、あった。簡易保険等につ

いては、社会体制として、一方で厚生年金や国民年金の発達があり、原資とし

て従来のものへの期待が後退しても、それに代わるものの発展増加の期待があ
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ったが、郵便貯金の伸び悩みは、原資としての大きさからみても、財政投融資

計画の将来にとって大問題であった。このような原資面の対策として、 33年度

に産投会計が外債を発行して3，000万ドル(108億円〉の外資を得てから外資に

期待する意向が強まり、 36年度からかなり積極的に外資活用に動き、 38年度に

は財政投融資計画のわく組みに外資をも入れることになったロ一方、 36年まで

停滞的で、あった郵便貯金も、 37年に入ってから景気停滞下にもかかわらず上向

きを示し、原資面の明るさがでた。 38年度の財政投融資計画は外貨期待額も加

えて 1兆1，097億円となり、 37年度の同じく 9，052億円の22.5%増で、一般会計

の仲ひ、率を上回った。このような計画増は郵便貯金増によるところが一因であ

ったが、厚生年金、一般会計、それに国内公募債、外資にたよっていた。 37年

度の補正で一般会計から350億円が産投会計資金に繰り入れられたが、 38年度

計画には92億円が計上されたに止まった。

このような財政投融資の機能の増大は、その規模の増大によって知るだけで

なく、運用計画によってこれを知らなければならないが、個々の件名を見る前

に、この増大過程の資金動員によって、運用政策の方向を知ることができょ

う。原資の性格によって、最も低利長期の資金を要するものと、金利の条件よ

りも政策目的を重視すべきものとの基準によって、産投会計の資金と圏内公募

債、外貨債との存在意義をみることができょう。自由化に臨む輸出振興対策は

前者の、公庫、公団、地方団体等の事業資金は後者の資金によることを特色と

しているo 財政投融資計画はこの期間にその性格を固めていったとみることが

できょう。

その個々の運用について記す前に、ここで産投会計の特異事項に触れておき

たい。産投会計は対日援助見返資金を引き継いで、 27年に作られたもので、あっ

たが、 30年代には、むしろ一般会計の余剰資金を財政投融資に振り向けるパイ

プの役割を果たすようになった。しかし、講和後の日米聞の折衝で、援助返済

についての協議がまとまり、見返資金運用による利殖によって返済する方式を

とることになって、 37年度の79億0，500万円を初年度として、以降各年度158億
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1，000万円の米国対日援助債務処理費が、財政投融資に関する支出とは別に、

産投会計の歳出に計上された。

2 投融資対象の変容

講和発効後の財政投融資は、それ以前に続いて基幹産業の育成という性格が

残っていたが、 1兆円予算の時期を経て、漸次中小企業、住宅、農林漁業等へ

重点を移していった。そしてこの方向は、急速な経済成長に伴う政府の役割の

増大に応じてますます助長された。一方、低利資金供給の必要な領域がこれと

ともに増大した。資金量としては比較的低利の資金運用部資金が大きな割合を

占めていたが、特に低利を求める輸出振興、住宅、農林漁業等は、なるべく多

くの資金を産業投資会計の資金に期待した。これに対して、重要産業、道路、

鉄道建設等については多額の長期の資金供給が望まれ、それが圏内公募債(政

府保証債〉あるいは外債発行による資金調達の道を拡げていった。ことに36年

以降にこの傾向が強まっている。

投融資運用計画は、 35年度まで、は民間への資金供給、政府事業建設投資、地

方債に三大別され、産業助成、公企業投資、地方財政問題とし、う講和以来の政

策体制が示されていたが、中小企業、農林漁業、住宅等の金融機関への資金供

公団住宅

給に加えて、公団、事業団による

直接の政府監督下の機関活動の増

加に応じて、 37年度以降は、民間

への資金供給を公庫等、公団等、

特殊会社等に 3区分し、政府事業

建設投資を特別会計と公社に 2分

して、それぞれの資金運用の性格

を明らかにした。公庫等は本来政

府資金を供給するもので、それは

民間資金に依存しえない部門、産
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業を対象としたものであったか

ら、民間資金の導入には積極的で

なかったが、公営企業金融公庫と

北海道東北開発公庫にだけ認めら

れた公庫債が、 39年からは中小公

庫にも拡げられた。また開発銀行

の資金調達についても、外債によ

る道が作られた。もともと投融資

首都高速道路 の基本課題が政策的な資金供給に

あったので、公庫等に属する運用資金量は、 33年度から38年度までの聞に最も

大きくなって、 33年度では約1，500億円であったものが、 38年度に3，988億円と

2.5倍以上になった。財政投融資増大の最大要因はこの公庫等の運用資金増大

にあったが、特に輸銀、中小公庫、農林公庫への資金運用増大が目立った。産

投会計資金を設置して租税収入の一部をそれに繰り入れたのは、輸出振興、住

宅、農林漁業の資金確保のためといってもよく、中小公庫の債券発行が始めら

れたのは、供給資金量の増大確保のためであって、それは住宅、農林漁業等の

低利資金でなければその目的が達し得られないものとの性格の差を示すもので

あった。

公団、事業団等の設立は、 30年代の政府の事業活動増大の一つの方式であっ

た。愛知用水公団のような個別的性格のものもあったが、当初は住宅とか道路

とかの、一般的な課題が公団設置の基本にあった。その活動は経済成長に対応

してますます助長され、公団等への資金供給増の中心的地位を占めたが、特に

道路問題がこの期間の中心課題となって、 35年度には首都高速道路公団、 37年

度には阪神高速道路公団が設立され、それらの活動が急速に増加した。道路対

策は、その整備計画の拡充とともに、税制、財政投融資計画に明確な位置を占

めた。

公団等の資金増加の中心的課題となった道路建設は、経済成長に対応した交
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通対策であった。それは帝都高速度交通営団に対する資金供給と、地方債発行

による各地域の地下鉄道建設の促進にもその一端を示したが、より強力な対策

が固有鉄道の建設資金供給の増加にみられた。経済成長が輸送力の増強をいか

に強く求めたかが、これらの各部門での資金量増加に端的に示された。それは

経済成長に伴う不可避の対策でもあり、課題でもあった。

しかし、そのほかにこの成長過程で問題が大きくなったのが国民生活の安定

であり、特にそれは財政投融資の原資との関連で取り上げられた。郵便貯金に

ついては古くからその地方還元運用が問題となっていたが、厚生年金積立金が

増加し、国民年金制度(拠出〉が採用されるに当って、それらの資金運用につ

いてのあり方が検討され、 35年秋にはこれらの資金に関係のある各審議会から

答申が出された。資金運用はその答申の方向で進められることになって、 36年

度以降の財政投融資計画に一つの性格と原理とを与えた。

郵便貯金、厚生年金積立金等の運用については、 ドッジ・ライン以来の政府

資金統一運用の方向で資金運用部が設置され、運用一元化が財政投融資計画の

基本の意図で、あったが、その当初から、簡保資金の運用については分離の運動

が強く、講和後は条件付の自主運用が始まった。これに続いて年金積立金につ

いても、厚生省から還元融資の意図で、その自主運用の案が大蔵省に提示され

ていたが、統一運用の基本線を守る方針を明示しつつ、 35年に大蔵省は資金運

用審議会等に、これらの運用基準についての意見を求めた。 9月14日には資金

運用審議会が「資金運用部資金の運用に関する建議」を、同16日には国民年金

審議会が積立金運用についての中問答申を、 10月6日には社会保障制度審議会

が社会保障関係の積立金運用について答申を出した。資金運用審議会は、積立

金を資金運用部資金に繰り入れて財政投融資に運用する線を守り、国民年金審

議会は、積立金を資金運用部資金から分離して自主運用する方針を認め、社会

保障制度審議会は両者の折衷案という形となった。しかし、資金運用審議会の

建議でも厚生年金、拠出制国民年金の一部を還元融資することを認め、国民年

金審議会の中問答申も、資金運用審議会の機構が預託者の意向を反映していな
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いことによる分離運用の主張でもあった。社会保障制度審議会の答申では、積

立金の低利運用に疑問を提示し、有利な運用によって保険料の引下げ、年金額

の引上げを図るべきであるとしていた。このような期待は、運用についての問

題とともに原資調達の問題でもあり、郵便貯金等のコストを要する原資以外の

資金調達の見通しと密接に結び、ついていた。一方では一般会計からの資金繰入

れと公募資金獲得が図られ、他方では、輸銀、住宅、農林漁業関係の金利引上

げが検討されたロ
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第 5節金融政策の積極化と金融制度の再検討

1 金融政策の推移

経済の自立から成長発展を目指して活発に活動し、さらに世界経済との交流

を深めて、自由化へと動いた昭和30年代の経済の過程で、予算、税制、財政投

融資とともに、圏内金融政策、国際金融政策は多くの課題をかかえていた。圏

内金融の問題としては、長期資金の供給手段として公社債市場の育成、証券市

場の拡充が重要性を増し、それとともに、長短期資金需要に応じてきた金融機

関を介しての金融政策は、それら機関の運営の正常化、合理化とともに、より

活発化が求められた。金融の正常化は、間接金融方式といわれる金融体制から

生じたオーバー・ローン、高金利の是正という課題を負い、特に欧州諸国の自

由化の歩みを追って、自由化実現に踏みきった経済政策の方向のなかで、現実

的に打開されなければならなかった。それらの国内金融問題の一部は後に譲る

が、個々の問題を取り上げる前に、金融事情と金融政策の推移の大筋を概観し

ておこう。

金融調整政策の流れの基本動向は、日銀の公定歩合政策の推移にみることが

できる。 30年 8月に公定歩合を一挙に 4厘引き上げ、高率適用を縮小してから

は、公定歩合操作が金融調整の中心政策となった。欧州共同市場 (EEC)の

発足、欧州各国の通貨交換性の回復が実施された33年末には、わが国経済もい

わゆるなベ底景気から脱して、ょうやく景気上昇への明るさを示しはじめてい

た時期であり、金利体系の是正、社債市場の育成、オーバー・ローンの解消等

の金融正常化への好機と解されて、 33年6月、公定歩合が引き下げられ、引締

めが解除されてから 3度目の引下げが34年 2月に行われ〈公定歩合は、 30年 8

月の 2銭を下回って 1銭9厘となった〉、山際日銀総裁もこれを企業の体質改

善に役立てようとの意図を示した。
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この日銀の意向に合わせて、大蔵省も34年 3月には金融正常化への政策態度

を示して、預貸率改善、資本構成の是正、経常収支内容向上の銀行局長通達を

出し、 6月の全国銀行大会で、岸首相は金融正常化の推進を望んだ。正常化に

ついてはオーバー・ローンの是正、金利の正常化、金融分野の明確化と企業の

資本構成是正への寄与、の 3点を示して金融政策の基本を説明した。その期待

の背後には景気の過熱への警戒があったが、コール市場がゆるまない状態が続

いた後で、夏を過ぎると資金需要が増大して、日銀の窓口指導も限界に達し、

9月11日に準備預金制度が発動された。 9月末の伊勢湾台風による被害で、各

地に復興需要が出、銀行貸出しが増勢に転じたため、 12月に入るとすぐ、公定

歩合が 1厘引き上げられた。山際総裁は、景気過熱に対する予防措置であると

説明したo その後景気過熱の気配もなく、 35年に入ってからは国際収支も好調

であった。

35年は自由化の年ともいわれて、自由化への政策の方向が確認された。この

ような政策の方向のなかで、大蔵省は金融正常化、金利体系是正を政策課題と

して、国際水準への金利の引下げに意欲を示したが、その実現は容易で、なかっ

た。コールの申合せは最高 2銭3厘で、あったが、月越無条件ものでは3銭5厘

のやみ金利がつくほどであり、長期金利についても借換えの時期の長期国債に

ついて、利回り 1%の利上げの6.32%の主張も出る実勢であった。それでも自

由化のためには金利の引下げが必要であることは一般に承認され、 6月の全国

銀行大会の議論は自由化に集まって、金子会長も金利低下努力の意図を示し

た。

このような政策の方向のなかで、日銀の金融政策も徐々に転換して、 7月に

は買オベレーショ γ実施の方針が決まり、これまでの貸出政策中心の方策に新

しい手段が加えられた。一方、大蔵省でも財政収支の季節調整の一手段とし

て、資金運用部資金による買オベレーショ γについて検討が進められた。大蔵

省は低金利政策の浸透を図って、新聞、雑誌等を通じて低金利実現へのムード

作りを進応、低金利が経済の地固めとなる望ましい条件であることのPRに努
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めた。しかし、自由化対策としての金融政策については、大蔵省と日銀との聞

に多少のくい違いがあった。すでに日本銀行法の改正の検討で歩調がそろわ

ず、自由化に対しでも、大蔵省が低金利に主眼をおいたのに、日銀は金利体系

の是正を主張した。 7月の内閣更迭で池田内閣が実現すると、池田首相は高金

利是正を新政策の一つに取り上げ、日銀も経済情勢の安定を理由に、 8月に公

定歩合を 1厘引き下げた。

この新政策実施の方向に従って、大蔵省では預金金利の引下げを目標に、買

オベレーションによる資金供給を図り、長期金利の引下げ、外貨導入促進をも

検討の課題とした。秋に入って市中銀行側も預金金利引下げの検討を始め、日

銀も買オベレーションの制度化の検討を進め、山際総裁は金利引下げの方向に

あることを表明し、銀行の自主的引下げを歓迎するなど、低金利へのムード作

りが進められた。 36年に入ると、 1月に公社債投資信託が発足したこともあっ

て、公社債市場は空前の活況を呈し、 1月には異例の大量追加で700億円に迫

り、 2月、 3月にはいずれも900億円を越す記録を残した。

35年に続いて、 36年には 1月末に公定歩合がさらに 1厘引き下げられて 1銭

8厘となったが、引下げが既定のコースであったとの理解で、スケジュール引

下げとの世間の批評も出た。預金金利引下げの眼目であった郵便貯金の利下げ

も、それに先んじて決まったが、それよりも先に 1月23日には、全国銀行協会

の理事会で預金金利の 1厘下げが決められた。この利下げを長期金利について

も実施する準備が進められた。大蔵省では、この機会に社債流通市場の整備等

の証券行政をも推進する方針を固め、証券会社の支払準備の強化、金融依存脱

却の方向で検討を進めた。これら一連の諸対策のまとめが、 3月29日に日本銀

行政策委員会に提出された金利調整審議会の招集発議〈市中預金金利引下げに

関する〉であった。

36年 4月1日から市中銀行預金金利の引下げ、郵便貯金利子の引下げ〈通常

貯金、年3.96%から3.6%へ〉、興銀、長期信用銀行の貸出利率引下げ〈年9.

125%から8.7%へ〉が一斉に実施され、低金利政策は本格的なスタートをきっ
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た。社債についても、 4月債から電力債は7.5%から7.3%に下がり、発行価格

98.5円を99.5円に引き上げて利回りで、0.423%下げた。この低金利への方向を

体系づけるために、大蔵省内では買オベレーション等で資金をゆるめて、コー

ノレの引下げも実施することが検討された。

35年秋以来の低金利への動きが、企業の投資意欲を助長して、金融機関の新

規設備資金貸出しは増勢に転じ、日銀の窓口指導による調整は困難となった。

3月まで盛行であった公社債市場も、 4月からはもとの水準に復して、企業の

資金需要は金融機関貸出しに集中した。このような需要増加はある程度予想さ

れており、その調整のために金融機関資金審議会の機能が期待されたが、たま

たま問機関の存続機関が 3月末で切れ、新しい組織の承認の立法が遅れたため

に、投資に対する意見調整が進まず、大蔵・日銀・市銀の間で各行の共同責任

による設備投資 1割削減の話合いがついたのは7月5日であり、すでに設備投

資は非常な勢いで、進んでいた。このような状況で、日銀の買オベレーションも

見送りのままになっていたが、市中の金づまりも強まり、財政の季節的資金収

支の波も大きく、買オベレーション実施は時間の問題で、あった。 6月の全国銀

行大会では、水田蔵相は金利引下げへの基本方針を示し、金融正常化の努力を

求め、山際日銀総裁は健全金融主義を説き、このような基本態勢のなかで、特

に金融政策の弾力的運営を強調した。

投資の盛行に伴う輸入の増大が国際収支の均衡を失わせ、外貨準備減少への

可能性を強めたことから、 7月22日には、日銀は公定歩合を 1厘引き上げて、

景気に注意信号を掲げた。景気の方向としてのこの態度を示すとともに、財政

の季節的収支調整策として買オベレーション政策の実施を決めた。設備投資 1

割削減の申し合わせ、公定歩合 1厘引上げ程度では、投資動向の抑制は十分の

効果を見せず、国際収支の先行きの不安が強まって、 9月29日には公定歩合は

さらに 1厘引き上げられ、あわせて預金準備率の引上げも決まり、高率適用も

強化されるという強い措置がとられた。この金融対策に対応して、財政面では

約500億円の支払繰延べが決まり、財政投融資においては、引締めに伴う中小
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企業への過度の圧迫を考慮した中小金融対策が準備された。

この時期の金融問題として、証券問題に触れておこう。 10月2日には証券第

二市場が聞かれたが、 35年から36年にかけて活況を示した証券市場が、 7月の

旧ダウ平均1，829.74を頂上に下降に転じ、金融引締めによって急落の姿勢をみ

せたので、株式市場は不振に陥った。大蔵省は証券政策の転換を図り、政策の

後退ともみられる株式投信のわくの撤廃、コール運用の緩和、公社債買オベ等

が検討された。日銀も株価対策に乗り出して、日本証券金融を通じて公社債担

保に500億円の融資に踏みきった。

引締政策下にも買オベレーションの実施が決められるほどに財政の資金吸上

げは大きく、年末にかけての資金対策のーっとして、大蔵省では国庫余裕金を

資金運用部を通じてコール市場に放出することも検討し、さらに銀行側から

は、金融機関に対する国庫金預託制度実施の要請も出た。これらの資金需給の

逼迫は、日銀の勘定に端的に示され、その貸出高は通貨発行高を上回るに至っ

た。

このような強い資金づまりで、36年は暮れたが、 37年に入ると、景気情勢に対

して一部では明るい見通しも立ち、景気抑制緩和をも含めて長期資金調達市場

の育成が株価対策とからめて取り上げられた。金融対策に証券の問題が密接に

結びつくようになり、銀行界と証券界の調整が重要な課題となった。このため

に4月には大蔵次官がその仲介に立つなど、引締政策転換後の金融体制の複雑

さを示した。証券対策の詳細は後節に譲るが、このころの景気見通しについて

は政府内部にも意見の対立があり、政策推進の困難を示した。水田蔵相と藤山

企画庁長官との間で、の景気対策についての見解の相違で、あって、水田蔵相が引

締政策の効果を信じて結果を見ょうとしたのに対して、藤山長官は政策の効果

が期待ほどでないから、引締政策をさらに強化すべきだと主張した。

この両見解の調整で政府統一見解がまとめられたときに、経済政策運営のた

めの最高経済会議の設置が決まり、 6月6日には最高金融会議が聞かれた。こ

の会議には蔵相、日銀総裁、金融・証券各界首脳が出席し、政府統一見解に示
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された設備投資の抑制、輸出の振興、消費の抑制、貯蓄の増強などの方向への

協力を確認し、特に当面の金融問題として、投資調整、中小企業金融、コール

異常高、特利や歩積み両建て、含み貸出し、系列金融等が取り上げられ、この

ような意見調整を随時行うことになった。歩積みや両建ては、いわば一つの金

融慣行でもあり、当事者相互の利益問題で、あったが、特利は金づまりのなかで

生じた特異事件で、官庁の共済組合等の資金に対して高い金利がついたもの

で、「虎の門相場」という言葉まで出た。大蔵省では官庁内部の問題でもある

ことを重視し、銀行の協力を求めて、その解消に努めた。

国際収支の回復は37年の秋を待たずに実現した。すでに大蔵省では国庫余裕

金を積極的に活用して、民間金融調整、不況金融対策を進める意向を示してい

たが、 10月27日には公定歩合の 1厘引下げ、 11月からの準備率引下げ、高率適

用の緩和が決まり、日銀は窓口査定を漸廃して、間接指導に重点を移す方向の

検討を進めた。それは通貨供給にオベレーションを積極的に活用することであ

り、金利引下げへの誘導と金利自由化の検討であり、いわゆる新金融調整方式

の展開であった。また金融引締めの過程で異常に膨張した企業間信用の是正

も、重要な政策課題となった。 11月27日に10月に続いて、公定歩合は1厘引下

げで 1銭 8厘となり、 36年 7月以前の水準に復したが、政府は企業の国際競争

力強化のための第3次引下げの意図をにおわせた。

36年の異常な投資盛行、国際収支の悪化で、低金利政策はー頓挫したが、公

定歩合の再引下げによっても産業界の投資鎮静状況に大きな変化がみられなか

ったこともあって、 IMF8条国移行決定に歩調を合わせて、政府は金利の引

下げに努力する態度を強めた。 38年3月には、蔵相は金融各界首脳を招いて、

首相同席で金融懇談会を聞き、金融正常化、公社債市場の育成、金利引下げ、

新産業体制確立等について協力を求めた。この懇談会の成果として、相互銀行

と信用金庫の一部が準備預金制度のわく内に加えられた。この金融界の協力の

期待のもとに、 3月20日と 4月20日とに公定歩合はさらに 1厘ずつ引き下げら

れ、商業手形割引歩合は 1銭 6厘となった。この低金利への動きは新しい公社
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債市場育成への好機で、もあり、またコーノレ正常化への好機で、もあった。日銀は

5月に入って、窓口規制の全面的廃止の意向を各銀行に伝えた。このような動

きのなかで、 5月9日には金融制度調査会からオーバー・ローン是正について

の答申が提出された。このような金融政策の動きに対応して証券対策も意欲的

に進められ、証券取引審議会は活発に聞かれ、大蔵省は証券業者の健全経営へ

の指導に強い態度をとった。また証券団体協議会も発足した。

金融政策、証券対策の新しい動きも、 38年夏ごろから少しずつ修正されはじ

めた。国際収支の先行きについての不安が日銀の態度を硬化させて、 8月末に

は、 5月に廃止した窓口規制に代わる窓口指導をきびしくして、警戒中立的姿

勢をとり、 11月には、それまで約 1年続けた新金融調節方式の再検討の態度に

変わり、 12月には、預金準備率の引上げを実施した。このような警戒態度への

転換は、証券市場で不安材料として強く作用したので、政府は株価対策に積極

的に動いた。まず7月24日の第2回金融懇談会で、田中蔵相は株価安定を強く

要望し、大蔵省は株式担保金融実施に踏み出した。

39年に入って、株価対策は日本共同証券の設立で、さらに一歩進められた

が、それはまた金融政策の強化の必要を示すものでもあった。預金準備率引上

げ後の対策については、政府は、消極的態度で、あった。 3月18日に日銀は公定歩

合 2厘引上げを決め、山際総裁は1年間は公定歩合引下げはしないと、引締め

への強い意向を示して、低金利政策の一時中断とはいえない強い態度をとっ

たo これに対して、低金利政策の姿勢は変えないと主張していた蔵相も、 7月

には、当分引締めの緩和はしないという態度に転じた。
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みることにしよう。

金融制度調査会は、その発足から調査項目を定めて、最大の課題の中央銀行

制度に取り組んだが、制度の焦点とみられた政府と日銀との関係について明確

な結論を求めることができなかった。しかし、この審議によって、金融政策の

あり方については多くの成果を残し、ことに政府と日銀とは常に協議し、意思

を通じて政策に当らなければならないことが確認された。調査会は続いて、外

国為替銀行法改正について審議し、 36年 6月からは金融正常化問題に取り組ん

。
だ

2 金融制度の検討

金融正常化についての議題としては通貨供給、金融調整、金利体系、金融機

関経営、長短期金融市場、その他の 6項目が選ばれたが、常設調査企画部会で

都市銀行のオーパー・ロー γ問題から検討をはじめた。 2年に近い審議によっ

て、 38年5月にオーバー・ローンについての答申が提出された。 4月初めに企

画部会でまとめた是正への総合施策で、は、オーバー・ローンによって経済成長

を支えることには強い反省が求められたが、これまで、の成長において果たした

役割を承認し、さらにオーバー・ロー γが不可避であったことも認めた。将来

に向かつて基本的な考え方としては、バランスのとれた経済成長を目指して、

漸次オーバー・ローンを解消することとし、そのためには金融政策、金利政

策、資本市場、都市銀行の経営、企業経営についての配慮が必要であり、その

実施のために、経済各界の合理的感覚の浸透、協調体制等が必要であることが

指摘された。この原案に対する各界の注文は付記として補足されたが、そこで

は財政、金融、税制全般にわたる総合的施策、特に企業の自己資本充実の必要

が強調された。

オーバー・ロー γの問題は、企業の旺盛な投資需要に基づく問題であり、そ

れに対する具体的調整が金融機関の資金供給調整であれそれが景気調整、成

長経済調整の要でもあったから、金融機関資金審議会の動きは、この成長期に

は特に重要で、あった。審議会の発足は31年 2月の閣議決定によっていたが、臨

時行政審議会の行政改革に関する答申によって、閣議決定による審議会の廃止

国際収支の状況による金融政策の転換を経ながらも、通貨政策、金利政策は

少しずつ変わって自由化の方向に動き、金融界の協調体制も少しずつ固められ

ていったが、このような動きの間にあって、金融制度、その運用についての審

議、調整が進められた。それを金融制度調査会と金融機関資金審議会の動きで
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が決まり、 34年からは大蔵省設置法による審議会として再発足し、 36年 3月ま

での存置が認められていた。審議会設置以来、その機能が特に期待されること

もなく、順調な'情勢が続いたあとで、最もその活動が期待された36年は、同審

議会続置の法案審議が進まず、審議会の活動が 4月以降11月まで中絶した。

36年は年初に社債ブームがあり、公定歩合の引下げがあり、 4月には預金金

利、長期金利の引下げがあって、金融機関の動向が特に注意されなければなら

ない時期であった。審議会の機能に代わる協議が大蔵省と日銀、市銀で行わ

れ、設備投資 1割削減の方針が決められたが、実効の乏しいもので、あった。こ

の教訓から、 38年5月には同審議会は常設の機関に切り替えられた。
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第 6節証券政策の積極展開

証券問題は経済の急成長とともに表面化し、大蔵省もこれに応じて積極的に

証券政策に取り組んだ。昭和34年以降の証券行政は、それまでとは大きく異な

った性格のものとなったといえよう。また金融の諸政策は証券対策を除外して

は進められなくなったのがこの時期の特色であった。まずその発端が34年 4月

の証券の 2課制と専任財務調査官の配備であり、 37年5月に証券部制を布き、

39年 6月には証券局に拡充して組織を 5課制としたことにみられる。

34年の 2課制実施による組織整備をパックにして、証券行政を外に向けて積

極的に進める手始めとして、 30年 5月以来開かれていなかった証券取引審議会

を再開し、その諮問案に「増資の促進Jと「社債市場の育成」とを取り上げ

た。この問題は証券政策の基本課題であり、安定した資金調達による堅実な企

業経営の推進は、安定した経済成長の基本条件であった。当面の課題として

は、 31年 4月再開以来の債券市場の不振に対する問題で、あったが、この点につ

いては株式市況の好調も刺激されて、漸次、取引が増大傾向を示していたの

で、緊急の問題ではなくなっていた。それよりも証券会社のあり方に対して監

督、警告をして、堅実な経営を進めることが主題であった。外に向かつての活

動も、証券会社に対して投資者の信頼を得る努力をすること、証券市場を投機

市場から投資市場へ誘導する基本政策の域を出なかった。それでも34年度中の

証券の動きは、プームと評してもよい目ざましさで、増資、株価、取引量、い

ずれも著しく伸び、特に年度後半に目立つた。この過度ともいえる伸張に対し

て、 10月末から大蔵省は信用取引に対する第 5次規制を実施して、委託保証金

率を60%から70%に引き上げ、代用証券担保掛目を65%から50%に引き下げる

などの対策を講じたが、 12月の公定歩合引上げ後の株価の状況に即して、 35年

2月には保証金率を元に戻し、担保掛目を引き上げ、また証券金融会社の貸借

担保金率を引き下げた。



第8期第3章成長経済下の財政金融

34年11月に証券取引審議会は「社債市場育成のための当面の問題について」

意見をまとめ、社債の消化促進、社債の流通促進、社債の発行の 3点で問題を

打ち出した。次いで、 35年 6月には「増資の促進について」意見をまとめて報

告をしたが、その内容は、なぜ増資が必要か、企業自身の努力、政府金融機

関、証券業者の協力、増資促進措置、税制の改正の 6項目に及び、増資問題の

関連の広さと、それが証券対策の基本課題であることを明らかにした。

35年に入ってからの証券市場の特色は公社債取引の増大で、あった。公定歩合

引上げ以後の経済の安定的拡大によって公社債の発行が増加したが、機械設備

の設定わくが公社債組入分を別わくとしたこともあって、信託財産への公社債

組入比率の上昇がみられ、新内閣の低金利政策の強調、日銀の政府保証債買オ

ベレーショ γ実施等が公社債投資への誘因となったo これを決定づけたのが、

強力な低金利政策への行政指導で、あった。このために36年 4月 1日の預金金

利、長期金利引下げ等を前にして、 1月から 3月までの起債の急増となり、

2， 3月には1，000億円に近い起債となった。

35年はまた投資信託の証券会社からの分離の年でもあった。証券会社の営む

業務と信託財産の運用とは、利害が相反する場合もあるので、投資者保護の観

点からこれを分離することとなり、 34年中ごろから準備が進められたが、 34年

12月には、大手 4社から投資信託部門が分離して、独立の投資信託委託会社が

作られた。また続いて、投資信託の受益証券を専門に販売する証券投資信託販

売会社が4社設立され、販売面からの投資信託の改善を図ることを目指した。

さらに、大蔵省はこの機会に投資信託の全面的改革を検討して、投資信託の基

礎固めを図ったロ

証券取引審議会の取り組んだ問題は流通市場対策であり、その問題点は、取

引所取引のあり方、広頭取引制度の改善、信用取引制度の改善、証券業者の職

能分離と健全化、投資機関としての投資信託等で、あって、投資信託を健全な機

関投資家として育成することは、証券市場の健全化にとっても重要な課題であ

り、証券会社の支払能力の強化もその一環で、あった。
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36年 1月に大蔵省は公社債投資信託業務を認可したが、同業務が発足してか

ら大蔵省が警戒したのは、その異常な活況に対してであり、 4月に始まる低金

利の実施が、それに対する反動として、投資信託の基礎を危うくするおそれが

あり、それは証券会社の経営を圧迫し、 35年以来検討を続け、指導してきた証

券政策の方向に逆行する結果となるからであった。すでに、 3月までの証券会

社の過当競争ともみられるコール依存が目立ち、大手4社の資金繰りが極度に

悪化する事態も生じた。 4月に入ってから低金利の実施もあり、大蔵省は行政

指導を強化して、各証券会社に計画書の提出、コール依存の低減、手持証券の

縮減等を求めた。

しかし、この指導の効果よりも早く不利な条件が出はじめた。企業の投資意

欲の急増は、一面では収益力の増大として株価の引上げの材料であったが、他

面では資金不足からコールの上昇となり、さらに国際収支への不安が重なっ

て、株式市場の荒れが見えはじめた。 36年度の投資水準は、それまでの水準を

はるかに超える高さであったから、資金需給は極度に逼迫した。そして 7月に

公定歩合が引き上げられると、その月の旧ダウ平均1，829.74を最高に株価は下

降に転じ、 9月の公定歩合再引上げがこの下降を促し、 9月に1，500を割り、

10月に入って1，400を割るに至って、証券対策は公社債市場の育成よりも、当

面の株式市場対策に回らざるを得なくなったD

かくて、大蔵省は10月下旬には株式市場対策として株式投資信託の枠を撤廃

し、コール運用を大幅に緩和し、また公社債買オベレーションをも考慮して、

金融引締政策の範囲内で、の市場対策を図った。さらに11月末には日銀も日本証

券金融会社(日証金〉に特別融通して、同社の社債担保金融拡大の方針を決め

るなど、市場対策はきわめて重要視されるに至った。このような株価の下落が

公社債投資信託に不利な材料であることはいうまでもなく、金融引締め後には

買取請求が続出し、新規設定の不振と重なって、証券会社の資金繰りを圧迫し

て株価下落を助長した。

このような株価市場対策は、それとしての重要性があったが、それに合わせ
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て、長期資金調達市場としての証券市場の機能の維持育成も配慮しなければな

らなかった。その一つは公社債の流動化であるが、資金づまりがこれを阻害し

ていたので、一部は証券会社手持ちの証券に対する日銀の買オベレーションに

期待し、一部は日証金による証券会社手持ちの公社債担保金融にたより、一部

は市中銀行の協調融資方式で担保金融に頼るなどの手段の検討が進められた。

日銀による買オベレーションは、 37年に入ってからの株価の反騰もあって取り

止めとなったが、この反騰に対しては大蔵省も警戒の態度をとった。大蔵省は

公社債市場の不振の打開、公社債流動化対策に強い意欲を示し、 37年 3月には

証券取引審議会にこれらの具体案として、日証金による公社債担保金融の制度

化、公社債買上げ会社の新設等を提示した。しかし、この方策については日銀

が消極的であったこともあって、審議会で、も結論は出なかった。さらにこの問

題では、銀行側と証券会社側との利害の対立もあって、その調整の困難があっ

たが、再度証券取引審議会で検討した案で、公社債の流動化の努力が進められ

ることになった。すなわち、証券会社保有の公社債を対象に、市中銀行の協調

融資による担保金融を制度化することであり、日銀も間接的に市中銀行に資金

を供給することが配慮された。この方針実現のために、 4月には大蔵次官立会

いで、全国銀行協会長と証券投資信託協会長の間で、公社債投信運営改善の申合

せができて、ょうやく対策が軌道に乗った。この協調の方向は6月6日に最高

金融会議でさらに固められた。

銀行側から証券会社への融資は徐々に進められ、株価低落阻止の一助ともな

ったが、その効果が十分に得られないと判断して、 10月に大蔵省は日証金融資

のわくの拡大を決めた。 11月に入ると、銀行と証券の首脳の話合いがまとまっ

て、証券会社保有の政府保証債の買取りが決まり、生命保険会社による証券の

買上げも行われた。

37年10月の公定歩合引下げで金融政策の方向転換が決まったが、同時に証券

対策も新しい段階に入った。引締め以前の公社債市場育成への姿勢を取り戻す

方向に動いた。証券取引審議会は、さきに 6月には証券投資信託のあり方につ
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いて意見をまとめ、その健全貯蓄手段としての育成、募集面に対する大蔵省の

規制の必要、投資信託を証券会社から分離することの必要等を提示していた。

38年 3月には証券部は公社債市場育成の新方針を審議会に諮ったが、新提案で

は、これまで、の方策で、は実現困難で、あった長短期金利の不均衡についての考慮

が加えられた。さらに5月には、審議会の中に特別小委員会を作って証券界の

あり方の再検討を始め、また公社債発行条件の自由化についての検討のための

基礎調査を始めた。審議会は6月に公社債市場正常化のための当面の問題につ

いて意見をまとめたが、その中で、発行条件の自由化を時期尚早としながら、

公社債流通売買市場形成の手がかりとして、証券金融会社を通じる公社債引受

金融の実施の必要を示した。

このような審議会の検討に合わせて、証券部は証券会社の経営の安定を期し

て、 5月には最低資本引上げの可否を審議会に諮り、また 7月には証券会社の

財務管理について通達を出して、負債比率の規制などで健全経営についての強

い態度を示した。

このような審議会や大蔵省の積極的意図は、それなりの環境を前提としてい

た。 38年に入ってから、 3月と 4月に続いて公定歩合が引き下げられて30年 8

月以来の最低の 1銭 6厘となり、コールも 4月には6年半ぶりの低水準に下が

って、長短期金利のバランスもとれるようになり、政府の証券対策に批判的で

あった日銀も、公社債市場育成のための資金供給に応じる態度をとりはじめ

た。また 5月には証券団体協議会が発足して、証券界の意見調整が進められる

ことになり、その第 1回会合で公社債引受機構、公社債発行条件、国債発行の

市場的意義等について意見を交換した。 7月に入ると、日銀は日証金を通じる

社債引受金融を始める方針を決めた。

このように、 38年に入ってからの金融環境の好転に乗って、証券対策は漸進

していたが、 7月の金融繁忙期にはいって、その歩調が停滞していたところ

に、ケネディ米大統領の国際収支特別教書によるドル防衛政策の発表があっ

て、株式不安が高まり、 20日には旧ダウ平均が1，400台を割ったので、大蔵省
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は再度市場対策を行わざるをえなくなった。 7月24日の第 2回金融懇談会で

も、田中蔵相は株価低落に対する各界の協力を求めた。すでに23日には、大蔵

省は生命保険業界に協力を求めて、株式市場へのテコ入れを実施し、月末には

公社債担保金融の斡旋をした。

国際収支の先ゆき不安が続いて、これらの対策も不徹底であったが、株価不

安に対して、証券界と金融界の意見が安定のための機関設立にまとまり、 39年

に入って日本共同証券が設立された。日本共同証券の資本は、当初市中銀行12

行と長期信用銀行2行、それに大手 4証券会社の共同出資25億円の払込みによ

ったが、その設置によって株価不安に弾力的に買出動ができる体制が作られ

た。

38年 5月に証券取引審議会の中に設けられた特別小委員会は、証券界のあり

方の検討を中心に審議を進めていたが、そのなかで投資者保護のための証券業

界の体質改善について、 39年 2月に中間的結論をまとめた。 35年の株式プー

ム、投資信託の急増等の間にあって、証券界の過度の信用設定は各方面から批

判され、それが36年後半の株価下落、公社債市場の退潮の因ともなっていたの

で、証券業者の体質改善の問題は証券政策の基本課題で、あった。この中間報告

で、は、証券会社の登録制から免許制への切り替え、外務員に対する監督強化と

賠償責任の明確化、苦情処理機関の設定など、業界の長年の問題に対して、大

蔵省の監督強化の方向を明確に打ち出した。

本来証券問題についての信用の基礎は業界自身が作るべきものであるとの態

度を大蔵省はとっていたが、証券についての事故がなかなか減らないこともあ

って、業界信用回復について監督強化の方向をとらざるをえなくなり、審議会

もその意向に応じた意見をまとめたので、あった。この業界の信用回復について

は、 4月の全国証券業大会において、田中蔵相も投資者の信頼を得ることを強

調した。

業界体質改善の外に、大蔵省は資本市場育成の一環として、証券市場の育成

のための機構合理化を検討した。その具体的な事項は、ブローカーとディーラ
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ーの職能の純化、証券取引所の改革等で、取引所改革では理事長権限の強化、

理事会における公益代表理事の増加等、その構成を改めることなどにより、中

立的、公共的機関の性格を強める方向が問題であった。
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第 7節 貿易および為替自由化の促進と

為替行政の変容

講和の実現とともに国際通貨機構に加入したことは、わが国が国際経済社会

に正式に仲間入りしたことであったが、同時にそれは貿易為替の自由化への努

力を約束したことでもあった。それにもかかわらず、講和当初は経済の自立に

主眼がおかれ、国際通貨機構はその自立の手段に期待されることが多く、自由

化の達成は遠い将来の課題であるかの印象が一般的で、あった。

しかし、昭和33年 1月に欧州共同市場 (EEC)が発足し、周年末、西欧の

主要国がそろって通貨の交換性を回復したことで、西欧諸国の自由化への意図

が明確となったこともあって、日本も早急に自由化実現への努力を進めること

が経済政策の基本課題となり、それまで漸進を続けてきた自由化へのプログラ

ムは、積極的計画に切り替えられた。すで、に記した金融政策の推移は、この自

由化への志向の中で、進められたもので、あった。

34年から39年にかけての高度成長期は、同時に自由化への足どりを示す時期

でもあり、高度成長による対外競争力の充実が、自由化を実現させた原動力で

もあった。貿易為替の自由化は一体的なものではあるが、一応大蔵省の活動と

してとらえることから貿易と為替とを別個に取り上げ、貿易は関税、国内産業

との関連で、為替は外貨調整、外資政策との関連で見ることにしたい。国際収

支という総合的な側面を加えて、はじめに為替問題を取り上げ、次に関税政策

を中心に貿易の自由化に触れることにしたい。

l 為替問題の開展

自由化が国際分業の促進、貿易の拡大を通じて世界経済の発展につながるこ

とが理解されながら、各国を自由化実現に踏みきらせなかった基本的な理由

は、各国の国際競争力の格差が大きく、自由化による利益以上に対外経済金融

上の負担が増大し、経済の均衡を失することを危倶したからで、あった。したが
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って、わが国の自由化実現についての考察も、この対外条件について改善と自

信獲得の推移に対応する把握が必要であろう。そこで為替管理の緩和等の政策

展開を記す前に、この期間の外貨事情と対策とを概観して、その動向の理解に

即して、個々の政策課題を取り上げることにしたい。

講和後の金融調整策は全く国際収支、外貨準備の推移に対処したものといっ

てよい。講和後二度目の国際収支不安は、 32年春以降の金融引締めと財政支出

繰延べとによって33年に入ると明るさを示し、 34年に入る前には完全に解消し

て、 33年末の外貨準備は8億6，100万ドルとなった。 1年間の増加は3億3，700

万ドノレで、あったが、 33年中にIMFからの 1億2，500万ドルの借入金を返済し

たので、実質増加は4億6，200億万ドルに達していた。外貨準備高はその後の

経済急成長間も増加を続けて、 33年度末の 9億7，400万ドノレから逐年13億6，100

万ドル、 19億9，700万ドルとなり、 36年 4月末に20億3，500万ドルにまで増加し

Tこ。

しかし、 36年の投資の急増による輸入増加で外貨準備が一転減少して、 9月

末には16億1，000万ドルになり、なおも減少の方向をみせた。 35年来の低金利

政策による金融正常化で、自由化への準備を進めていた政府にとって、低金利

に逆行する政策をとることは爵賭されたが、外貨準備急減に対処して、 7月と

9月に公定歩合が引き上げられた。圏内需要抑制策がとられでも、その効果が

現われるまでの聞の外貨の継続的な減少に対処して、政府はアメリカの 3市中

銀行と借款交渉に当り、 11月に 2億ドル 1年間の借入れを果たし、次にワシン

トン輸出入銀行から農産物借款 1億2.500万ドルを得た。一方、 IMFに対して

もスタンド・パイ・クレジットの交渉を進めて、 37年 1月には3億0，500万ド

ルの借入れの予約を得た。

これらの借款成功で、外貨準備は36年10月末までに15億0，600万ドルまで減

じたのち、 12月までは15億ドルに近い線に止まれその後は輸入抑制効果もあ

って漸増傾向を示し、 37年 6月末には16億ドノレを越した。この外貨危機脱出は

政府の見通し以上の好結果であり、引締効果についての政府内の意見が分かれ
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たときも、いずれも早期に引締策を解除すべしということで、はなかった。外貨

準備減少による政策不安は非常に大きく、貿易為替自由化への施策の進展は、

この危機の 1年だけは遅らされた。

外貨不安の早期解消で、 IMFのスタンド・パイ・クレジットは実行せずに

すみ、 11月からは米国 4銀行からの借入れも返済したが、 37年末には外貨準備

は18.4億ドルにもなった。この好転はすべてが貿易収支の改善によるものでは

なく、後述のように、 36年以降の外貨の流入増加による分が大きかったが、そ

れはまたそれだけ対外経済との関連の増大を示すものでもあった。

38年は19億ドル水準の外貨準備で、推移したが、年末近くなって減少の動きが

出て、日銀は警戒態度を強めた。 12月には預金準備率の引上げとなり、 39年3

月には公定歩合を一挙に2厘引き上げたが、 36年の際とは事情が変わって、外

貨準備の急減とはならず、 2月末でもなお18億ドル台を保ち、 3月に大蔵省は

1億8，000万ドノレの IMF繰入れで様子をみる態度をとり、 IMF8条国への移

行は、予定どおり39年4月に実施された。

2 外貨予算と貿易自由化一一外貨政策の推移

外貨政策と貿易自由化、産業政策の関連は外貨予算の推移に示される。関税

政策とは一応別に外貨予算を見ることにしよう。外貨予算は、外貨支出のわく

を決めることによって、外貨使用の効率を図ることを企図していたが、もとよ

り不足がちの外貨の無用な流出を避けようとしていた。しかし、それは一面で

は貿易為替の自由化の基本の意図と矛盾するものであり、外貨予算方式の漸進

的解消が政策の方向で、あった。 32年の外貨危機を脱した時点では、外貨予算の

性格は拘束の面できびしさが残っていたが、漸次予算のわくが拡大され、自動

承認 CAA，AFA)のわくが広げられ、 39年4月の IMF8条国移行に伴い、

この制度は廃止されて、輸入数量割当制に切り替えられた。

34年度上期の外貨予算は、自由化への意気込みを示して、総額約24億ドル、

輸入貨物19億4，100万ドル、 AAを5億8，000万ドルに広げて、自由化率33.2%
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であったが、翌々36年度上期では総額約40億ドル、輸入貨物31億7，200万ドル、

AAは16億ドルに増大し、自由化率は65%に上昇した。この間の AA制移行品

目は34年度下期以降、各期順に146、304、236、525であり、 AA制切替可能の

商品はほとんど切り替えられた。

36年秋の外貨危機に対処して、 36年度下期の外貨予算は、総額約44億ドノレに

組まれたが、逐年増大傾向にあった国際収支動向に照らしてみて、この大きさ

は控え目であった。この予算においても AA制への引替えは356品目にのぼ

り、自由化率は68%になった。引締政策によって輸入が落着いたので、 37年度

から38年度にかけては、外貨予算総額が36年度までにみられたような急膨張は

なく、 38年度下期に増大して、ょうやく 51億1.500万ドルになった。しかし、

それは外貨予算によって輸入を抑制するという性格のものではなく、自動承認

の品目追加は続いて進められ、 37年度上期にはAAあるいはAFAに320品目、

同下期には230品目が切り替えられたが、 37年度からはこのような自由化する

品目として表示せずに、自由化していない品目として表示すること、すなわち

ポジティプ・リストからネガティプ・リストに変更された。 37年度上期の自由

化率は68%から73%にのぼり、下期には88%になった。

貿易の自由化の推進は35年の新年早々の経済閣僚会議で、 AA制の拡大によ

る自由化率70%達成の方針が打ち出されて、その意向がはっきりしたが、 36年

に入って IMFが西欧10カ国の 8条国移行を正式に承認してから、わが国に対

する 8条国移行勧告が出されることは時間の問題と考えられるようになり、一

方で自由化の意思を示しつつ、他方で自由化移行の摩擦を少なくする努力が続

けられた。 36年夏の IMF理事会では、わが国の外貨不安の状況を考慮して、

8条国移行の勧告は 1年延期となったが、わが国では、 36年 9月に閣僚会議で

貿易自由化促進計画を決定し、 37年10月 1日までに 4段階で90%自由化を達成

する方向を決め、 37年夏に IMFの勧告を受けることを避けた。 37年10月の自

由化率は88%に止まったこともあって、 38年2月に、 IMF理事会は日本の 8条

国移行の事務局案を採択した。 38年11月、蔵相は39年 4月に8条国へ移行する
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方針を発表し、 39年 2月に4月 1日移行義務受諾を正式に IMFに通告した。

自由化に手間どったのは砂糖自由化の足踏みによっていたが、国際砂糖価格

の上昇に乗じ、 38年 8月末にその自由化を行い、これを実施した結果、自由化

率は92%になり、非自由化品目は227品目から192品目となった。

3 為替自由化政策の推進

貿易の自由化は商品個々の問題であり、その実現には関連行政部門間の交渉

が多かったが、為替の自由化は大蔵省の主管問題で、あって、貿易問題のような

交渉の必要はなかった。しかし、為替には複雑な技術の問題がからんでいたの

で、その自由化も漸進措置がとられた。為替の自由化には外貨の流入面と流出

面とがあり、自由化抑制の配慮は主として後者にあったが、その緩和が流入を

促進することになる面もあって、流出の抑制が外貨確保に有利とは必ずしもい

えない関係があった。諸外国の自由化に応じてわが国の自由化を進める必要は

この点でも大きかった。

33年末の西欧諸国の通貨交換性回復はわが国の為替自由化促進の強い動機と

なったが、為替相場の自由化はすでに32年 9月にポンドの先物自由化が行わ

れ、 12月にはその直物も自由化され、 MOF集中相場は裁定平価の上下 4分の

3%の売買の聞きをもつことになった。この措置は2年越しの懸案で、あって、

これによってポンド取引はようやく正常な姿になった。

一方、 ドノレ相場の自由化は、 34年9月に直物の変動上下2分の 1%幅で実施

され、先物売買は完全に自由になった。ドノレ相場の自由化については、さらに

西欧並みの変動幅への拡大が望まれたが、平衡操作についての扱いで意見の折

合いがつかず、 2分の 1%から国際水準の 4分の 3%に広げられたのは38年 4

月であった。 34年 9月のドノレ相場の自由化措置で、為替相場の動きが激しくな

る可能性が高まったので、その調整のために、大蔵省を中心にして日銀が動向

を判断し、為替銀行を通じて売買操作をする為替平衡操作が始められた。

為替相場の自由化は商社の取引を活発にし、貿易の促進に役立つもので、あっ
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たが、このような貿易には直結しない貿易外の為替についてみると、 35年 2月

に渡航や海外駐在員事務所経費送金の自由化、非居住者の戦前取得株式配当送

金の自由化、商社交互計算制度対象商社の拡大等で自由化が始まり、これにあ

わせて 4月から商社の為替持高集中制を実施したo この措置で大蔵省管理下の

貿易外の外貨予算の77%が自由化された。続いて 7月には、自由円を預かる非

居住者自由円勘定を為替銀行に設けて、自由円による経常取引決済充当の円為

替が採用された。これによって「円」の交換性回復が一歩実施に踏みこんだ。

さらに9月には、無担保借入制限の撤廃、為替銀行の為替持高の直物限度規制

廃止を実施した。これらの一連の措置は外貨事情の好転によって、それが特に

外貨収支に影響することもなく順調な経過を示した。しかし、それらの措置を

明確にして、制度上の不備是正をするためには、外国為替及び外国貿易管理法

の改正に手をつけなければならなかったが、関係官庁間の了解が進まず、法制

化は先のことになった。

36年にはいって、 5月には株式元本送金が自由化された。株式取得後2年経

過で送金が自由となったが、これは実質的な証券円制度の採用で、あった。すで

に35年 8月に大蔵省に証券円設置の意見があり、外国人の日本株式売買につい

ての自由な封鎖勘定を設けようとしたものであった。株式元本送金自由化が、

米国におけるADR発行の促進要因となーって、 6月7日にソニーの ADR第 1

号が売り出された。

このように、かなり意欲的に進められた為替自由化は、 36年秋から37年にか

けて、約 1年間外貨危機対策の期間停頓し、一部は後退した。 35年8月に為替

銀行の商社海外支店現地貸付けの限度わくは廃止されたが、その後の貿易の拡

大過程で輸入向けの貸付残高が著しく増加したので、大蔵省は36年 9月に輸入

抑制策の一環として、 9月13日残高以上の貸付けを抑制した。この措置は38年

1月まで、続いた。また景気調整策による園内の資金づまりで外貨あさりが活発

化し、自由円の形の導入預金が増大したので、大蔵省は短期外資導入健全化策

として、 37年 6月から外国為替銀行に準備預金制度を新設し、外貨債務の20%
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上 自由化された海外渡航

右上旅券の主文

右下旅券の表紙

を準備金とすることを定めた。この措置については、37年から38年にかけて再

度短期外資増大の傾向が現われたので、38年 1月に増加分に対する準備預金率

を35%に引き上げ、た。

37年の秋には外貨危機から脱したので、停頓していた自由化政策が再度取り

上げられた。その第一着手が株式元本送金据置期間の短縮であった。資本取引

の自由化の推進は既定方針ではあったが、外貨事情もあって実施時期が延ばさ

れていたが、内閣改造直後に田中新蔵相は据置期間を 2年から半年に一挙に短

縮して 8月 1日から実施した。 38年にはいって4月 1日には多方面の自由化が

行なわれた。外資法認可、管理法認定の株式の元本送金据置期間を廃止し、 外

国映画上映権料の送金を自由化し、業務渡航を年間総額500ドル以内で自由化

した。

資本取引の自由化をさらに進めたのは、 6月の閣議決定による外資導入方式
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の一体化であった。従来外資法による導入外貨は、出る自由はあったが受入れ

の審査はきびしく、外資法によらない外資は、自由に入ってきたが、出る自由

が与えられなかった。この両者をまとめて一元的な管理におくことになった。

38年11月には、 IMF8条国への移行、 OECD加盟に対処するため、 OECD

自由化コード82項目のうち63項目について自由化が実施された。これらの中に

は、許可または承認手続を、政府から日銀、または為替銀行に移したものが多

かった。また自由化の円滑運営のためのスワップ協定が米国との間に結ばれ

た。 39年 4月 1日はわが国の IMF8条国移行の日であったが、この措置とと

もに、円ベース投資の利潤送金を認め、年 1回500ドル内の観光渡航等を為替

銀行限りで承認することにした。かくして 8条国移行までに外貨制限の大筋は

除かれたわけで、ある。

4 外資導入の促進

外国為替自由化の過程は、その実体において外資導入の緩和、さらに外資導

入の積極化の過程でもあった。外資導入によって外貨準備が保持され、投資が

促進され、成長が達成され、対外競争力がついて、自由化実施の基礎が固めら

れたということもできる。民間外資導入緩和は、外資法の改正、外資法の特例

政令等の改正、あるいは外資審議会の運営にみられるが、政府・民聞を通じて

外資導入の新方式の採用、米ドノレ以外の外資の開拓等、従来とは異なった多様

の方法がとられるようになった。

まず政府関係の外資の導入についてみよう。 34年 1月の産投外債3，000万ド

ル発行以来、政府の外債は38年まで発行されず、 38年の産投外債2，750万ドル

の他は、 500万ポンドの英貨債、 39年の5.000万フランのスイス貨債、 2億マル

クの産投外債があるが、政府の外債は比較的少なく、米貨債も少ない。 34年の

外債発行に際して、世銀は、今後世銀からの借款は外債との抱合せとし、外債

を主とするようにとの希望を示していたが、政府の世銀からの借款は、その後

も積極的に進められた。
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世銀借款は、 28年度の火力借款以降32年度まで、比較的小規模の借款が続い

たあとで、 33年度以降 1億ドル水準の導入が41年度まで、続いた。この間35年度

の2，500万ドルが最低で、あり、 37年度には導入がなかったが、 33年度から39年

度までの聞に 5億7，000万ドルを算した。これらは開銀、道路公団、国鉄等の

借入れとなったが、これが財政投融資の積極増大の一因であったことはすでに

示したとおりである。この世銀借款とともに、政府保証債として発行された外

貨債は、地方債も含めて、 36年度から39年度までに、米貨債で 1億6，100万ド

ル、マルク債で4億マルクに及んだ。

このような政府関係の外資導入を軸として、民間の外資導入は漸増したが、

35年度からそのテンポは急速に上向き、 36年度以降は非常な高水準の外資の流

入となった。このような民間外資の急増は、 35年 5月の外資審議会の外資導入

緩和方針了承による外国為替管理令改正に即応するものであれさらに36年 5

月および6月の外国投資家の証券投資、証券売却代金の外貨送金の規制緩和に

よるものでもあった。 36年にはADRの発行もあり、総じて外資受入れの条件

が熟していった。また36年からは、米ドル市場に限られた外資調達方法に加え

て、欧州市場開拓が試みられた。契機は阪神臨海地域開発についてのマルク債

の発行であり、 36年9月のウイー γのIMF総会がその交渉場となった。
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第 8-14表外資導入状況

〈単位:100万ドル〉

よ¥ーと133 34 35 36 37 38 

貸付金債権 231.5 127.6 127.1 387.9 358.4 503.9 

国際復 興 開 発 銀 行 166.0 84.0 25.0 120.0 75.0 

ワシントン輸出入銀行 28.2 20.2 21.3 98.3 131.7 18.1 

米国市中銀行 31.5 7.2 38.8 84.7 75.3 305.9 

そ の 他 5.7 16.2 42.0 84.5 151.4 105.0 

株式持分 11.4 27.0 74.2 116.1 164.7 185.3 

受益証券 0.1 0.2 0.6 1.3 0.7 0.8 

社 債 。 。 。0.1 0.1 0.2 

外 貨 債 30.0 一 9.8 72.4 155.0 194.1 

国 債 30.0 一 一 53.2 

政 保 債 一 一 65.0 83.5 45.0 

民 間 債 一 9.8 7.4 71.5 95.9 
メ口~ 計 273.0 154.9 211.7 577.5 678.8 884.3 

府 関 係 196.0 84.0 25.0 185.0 83.5 173.2 

間 77.0 70.9 186.7 92.5 595.3 711.1 
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第 8節 関税定率法の全面的改正と
税関行政機構の拡充

昭和26年に関税定率法の一般的改正が実施されてから35年まで、関税定率法

の基本的変更はなかったo しかし、それはこの聞に関税率を変更する必要がな

かったことを意味するものではない。この間の経済の成長は急速であり、それ

は単に量的な増大でなく、質的、構造的な変化を伴うものであったから、経

済、産業の構造と密接に結びついている関税率にとっては、この変化は放置を

許さないものであった。関税として期待されている機能を失うものがあり、一

方では新しい機能が必要になった。

このような経済的な理由のほかに、関税技術の問題として、多くの国が関税

率についてプラッセル関税率表を用いるようになったので、関税制度がもとも

と国際的関連の多いものである性格から考えて、この国際慣行に従うことが合

理的であり、さらにプラッセル関税率表が関税率表としての理にかなうもので

もあったことから、大蔵省でもこの関税率表の採用が検討されていた。

このような要因に加えて、欧州諸国の通貨の交換性回復以来、世界の貿易為

替の自由化への動きが強まって、わが国も貿易の自由化に積極的に取り組まな

ければならなくなり、自由化に対処する方法としての関税の問題が生じた。し

たがって、このような多方面の、しかも基本的な課題を背負っただけに、関税

定率法の改正は容易には手がつかなかったので、あった。 36年にこの課題は果た

された。

36年の関税定率法の一般的改正の準備は早くから始められた。 26年の改正が

行われた直後に着手されたといってもよい。しかし、 36年の改正の形にまとめ

る具体的作業の開始は34年で、プラッセノレ関税率表の採用を前提とした研究・

検討で、あった。そして35年 4月から関税率審議会が開かれて、ここで具体的な

検討が行われた。関税率審議会はこのときに設置されたのではなく、古くは関

税調査委員会として発足し、 24年から関税率審議会として常置されていたが、
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従来は、どちらかといえば形式的な審議に止まっていた。それを強化拡充し

て、学識経験者、産業界代表、技術者を委員に加え、また関係省庁部課長、参

事官等で構成する幹事会を強化して、この幹事会で十分検討して草案を作り、

これを審議会の調査部会で十分に審議する方法をとった。関税率審議会に対す

る大蔵大臣の諮問は「産業構造の変化及び貿易自由化に対処するためいまの関

税制度をどう改めたらよいか」というものであったから、審議すべきことは関

税全体であり、基本問題で、あった。関税率の実質審議にあたる調査部会は、 5

月から12月までに25回、毎週のように会合して答申案をまとめた。

関税率審議会の答申は、単に関税率の形式を、従来のものからプラッセル様

式に改める技術的な問題に止めず、貿易為替自由化に対処するためのものであ

失ったから、一方では、貿易為替管理にたよっていた産業界が、為替の自由化に

よる産業保護を、関税率に求めようとする期待に応じた扱いがあり、他方で

は、自由化が貿易の増大、消費者保護をねらったものであることの扱いがあっ

て、この両面の要請の調整が答申の重要課題であった。大蔵省はこの調整事務

に追われた。

プラッセノレ関税率表に準じて関税率表を改正する作業は、早くから調査が始

められていたので、幹事会でも特に問題となることはなく、その個々の品目に

ついての税率決定が問題であった。結局最終的には、審議対象2，233品目につ

いて、税率を引き上げるもの251、引き下げるもの386、据置きのもの1，596と

した。関税率の決定は関係産業への影響が大きく、審議に際しての論議は活発

で、あって、まとまりがたいものが多かったが、大蔵省では自由化のテ γポが早

まるであろうとの考慮をも加えて、審議に対する基本態度を 7本の柱にまとめ

た。 (1)第 1次産品は低く、 (2)生産財は低く、消費財は高く、 (3)国内供給、圏内

生産の少ないものは低く、 (4)将来発展性のあるものは保護するが、その原材料

は低く、 (5)既成成長産業は低く、 (6)将来性の乏しい産業は高く、 (7)生活必需

品、教育、文化、衛生関連は低く、著修品は高く、の 7本で、あった。そして関

税は税収入を目的とする財政関税政策をとらず、産業政策としての関税である
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ことを基本とし、従来きわめて少数品目に適用されていた従量税方式を、適当

な品目について拡大する改正方式がとられた。

答申は関税率以外についても、いくつかの制度上の変更を求めたが、その説

明の前に関税率について二、三つけ加えておこう。新関税率の決定は貿易の自

由化を建前としていたので、自由化計画に即した配慮がなされたから、自由化

計画不明の商品については決定が見送られ、 (1)自由化に際して税率を引き上

げ、それまでは現行措置による、 (2)合理化がすむまでは暫定的に増税措置をと

る、 (3)合理化に従って暫定税率を下げる、 (4)従価、従量の併課、選択の方式を

とる、等のかなり弾力的な方式の採用が答申に盛り込まれた。同時に35年にと

られた暫定免税・暫定減税の廃止も盛り込まれた。このような弾力的方式を採

用したので、一般的な弾力関税を設けることは見送られたが、特別な事態に対

処するために、緊急関税制度が採用された。また生産者と需要者との利害調整

のために、関税割当制度(タリフ・クォター〉も答申に加えられた。この答申

に基づく関税率改正法は、 36年 3月31日に公布されたが、全面改正であったた

め、新税率の実施は6月からになった。

貿易自由化計画に関連して関税率改正の留保となったものがあったが、 36年

7月の閣議で貿易自由化の促進が了解されて、それらの商品についても関税率

を早急に決める必要があり、審議で税率据置きとなっていた1，596品目がそれ

であったが、そのうちの約60が自由化計画未確定と関連する問題商品であっ

た。 36年12月に審議会は133品目の関税率改正を答申したが、特にエネルギ一

政策の関連で、原油関税は、エネルギー・コストの引下げの方向から考えて、

引下げに進むべきであったが、石炭産業安定のために従価換算4%引上げを認

め、また製鉄、電力等でこの重油消費に伴う負担増に対処して、増分に見合う

額の還付をする制度の採用が答申に加えられた。この答申では混合選択制やタ

リフ・クォターが13も取り上げられ、オレンジに対しては季節関税を設ける

等、弾力的措置の配慮が強まって、自由化に対応する保護政策を決めたものと

の印象を一般に与えた。自由化の実施あるいは状況変化による改正を予定した
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36年、 37年の二次の関税率改正に際して、産業界は自由化対応の保護関税を

望んだが、大蔵省はなるべく税率を下げることを期した占ガットに加盟したわ

が国のとるべき方向は関税の引下げにあり、それによって貿易を拡大すること

が目的であって、関税率を下げることで対外競争力を強める努力をすることに

自由化の意義もある、と解するのが大蔵省の基本の立場で、あった。この方向は

国際諸条件の進展によって、促進されなければならなくなった。

37年に EECは第二次段階に移行し、米国がEECに接近するとともに、ケ

ネディ米国大統領が関税率の一般的引下げ (50%)を提唱する(いわゆるケネ

ディ・ラウンド〉等で、わが国の関税政策も単に産業保護に止めることはでき

なくなった。ガットにおいてすでに、品目別、国別の交渉で関税率を引き下げ

ることが困難となったとの認識によって、 36年末に部門別の一括引下げが提案

されており、この方向で関税率の一律引下げを検討しなければならない段階と

なっていた。

米国、 EECとの関税引下げの交渉が36年夏に始まり、 37年 2月は米国との

交渉が妥結し、 5月にはEECとも妥結した。わが国がEECからの交渉に応

じたのは、個々の国とガット35条撤回で交渉するわずらわしさを避けようとし

たこともあったが、実質成果は小さかったものの、 EECとの相互引下げの方

向が、これによって糸口をつけた意義は大きかった。それはまたわが国として

は個別交渉の余地を多く残していることをも示していた。 37年11月には、 30年

11月以来の日英交渉がまとまって、通商航海条約が調印され、ガット 35条の適

用も外された。ここでEEC中の 4国もわが国に対する35条撤回の気運が強ま

り、いわゆる35条問題は峠を越した。

37年はこのように関税率の一般的引下げへの雰囲気の中にあったが、この過

程で特に問題となったのが石油と砂糖とであった。砂糖については園内甜菜糖

保護の立場でタリフ・クォターの適用を望む意見と、緊急関税で処理しようと

する意見とがあったが、自由民主党内の砂糖自由化尚早の意見もあって、関税
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率審議会は第一次、第二次のタリフ・クォターで妥協した。しかし、関係法案

は38年の国会で廃案となった。そのため 6月に改めて審議会が答申し、早急に

引き下げることを了解して減免税の措置をとった。たまたま38年夏に砂糖の国

際価格が高騰したので、急きょ砂糖の自由化も実施されて問題にけりがつい

た。

一方、原油については37年末に引上げの諮問が出たが、審議会は原油関税は

本来無税であるべきで、 37年以来 6%を10%に引き上げたこと自体を誤りとし

ていたので、石炭政策のための関税引上げには反対の意向で、あった。しかし強

い石炭政策からの要請で、今回限りとの異例の条件付で、関税率を10%から12

%への 2割引上げを認め、製鉄への還付率を 4%から10%へ引き上げ、原油に

は新しく 20%の割戻しが行われることに落着いた。

このような自由化をひかえた関税体制の整備の過程で、 36年11月には、従来

主税局の組織内にあった税関部は、関税局として独立した。
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その他講和後の財務行政の
諸問題

第 1節管財行政の推移

l 固有財産管理の諸問題

終戦によって旧陸海軍からの財産引き継ぎがあり、大蔵省は一挙に膨大な固

有財産を管理することになったが、この引継財産については、その処分による

資金で、産業復興、民生安定の施策を進めることが予定されていたので、政府

はこの固有財産処分を積極的に進める意図を持っていた。しかし、もともと軍

事目的の資産であったこともあり、さらに民間の資金も不足がちであったこと

もあって、その処分は、土地についても進捗しなかった。

産業復興、民生安定の緊急性が漸次緩和しはじめた講和以後になって、固有

財産処分は軌道に乗りはじめたが、講和後の諸情勢の変化は、政府の諸施策が

固有財産の活用を必要とする方向に転じて、固有財産についての政策転換が求

められた。すなわち、警察予備隊から防衛庁への拡充に伴い増大する防衛施

設、住宅公団の発足とその活動増大に示される住宅建設用地、政府諸施設の充

実、さらに駐車場の建設等、土地に対する政府内部の要求は急速に強くなった

ので、 30年代後半には、従来の国有財産処分促進の方針を転じて、固有財産処

分を慎重に扱い、さらに処分を見合わす方針を採ることになった。

固有財産処分の中心は土地であり、それも旧軍用地についてで、あったが、土

地はもともと個別的条件を持つもので、一般的な条件を設定した処分は困難で

あった。したがって、軍用地という特殊地域の条件、あるいは軍都市としては

じめて成り立っていた都市の条件もあり、土地の処分に当っては、それらの特

殊条件が考慮され、その地域の利益が尊重された。これらの処分は、すべて国


